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は　し　が　き

　全国の消防団員の皆様が、地域の安心・安全を守るため、日夜献身的なご尽力をされて
いることに対し、心から敬意を表し、深く感謝申し上げます。
　このところ、日本だけではなく、世界中で様々な災害が発生しており、災害の様相が変
わってきております。思いがけない地域の地震、従来とは異なる進路の台風や各地を襲う
局地的な集中豪雨等による災害は後を絶たず、さらには、大規模な地震発生の可能性も指
摘されています。しかし、消防はこれを「想定外」といってすます訳にはまいりません。
全国、いつでも、どこでも、何でもある位の覚悟を持ちながら生命を守り抜くことができ
るように、自らの安全も守りつつ全力を尽くさなければなりません。
　その場合に大切なのは、ひと言で申しますと「総力結集」ではないかと思います。その
ためには、地域の皆さんの総参加による地域防災体制の整備が必要ですし、消防機関はも
とより、もっと巾広く、学者研究者、関係行政機関、消防設備・装備メーカーなど、いろ
いろなお立場で消防防災に関係する方々の間で率直な意見を交換しながら、知識、経験を
総合的に活かし、総力を結集する、いわば消防防災総合力を高めていくことが必要です。
　こうした総力結集を進めていくうえで、消防団の皆さんが、日常の活動のなかでお持ち
になっている地域の皆さんとの強いつながり、あるいは現場活動で身につけられたさまざ
まな知識や経験は大変貴重なもので、大きな力になるものだと思います。
　本書は、そのようなことを背景として意識しながら全国各地の消防団の活動事例をとり
まとめたものであります。勿論、消防団は、団員の確保、装備の改善など多くの課題に直
面していますが、一般国民の皆さんへの消防団の重要性周知など、日本消防協会も力を尽
くし、関係者が力を合わせて、何とかこれらの課題を克服するよう努力しなければなりま
せん。
　消防団活動の現場ではいろいろな課題があると思いますが、防災に対する一般の皆さん
の関心向上を含め、本書を参考として活用していただきますよう期待いたします。
　結びに、本書の作成にあたり、貴重なご意見をいただきました消防庁国民保護・防災部
地域防災室をはじめ、ご協力いただきました各都道府県消防協会、各消防団及び消防団事
務担当者の皆様に厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年３月

� 公益財団法人　日本消防協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　秋　本　敏　文
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令和元年度中の日本消防協会等事業
１　第 22回ヨーロッパ青少年消防オリンピック

（令和元年７月 14日から 21日　スイス共和国・マルティ二）
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2　全国少年消防クラブ交流大会
（令和元年７月 31日から８月２日　徳島県徳島市）
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3　第 24回全国女性消防操法大会
（令和元年 11月 13日　神奈川県横浜市）
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4　第 25回全国女性消防団員活性化青森大会
（令和元年９月 19日　青森県青森市）



8

全
国
大
会
等
（
日
本
消
防
協
会
等
事
業
）

5　CTIF 総会� （令和元年７月 19日　スイス共和国）

6　女性消防団員リーダー会議�（令和元年10月 24日から25日　日本消防会館ほか）

7　ぼうさいこくたい 2019
（令和元年 10月 19日から 20日　名古屋コンベンションホールほか）

8　令和元年度全国自主防災組織リーダー研修会
（令和元年 12月７日から８日　ルポール麹町）
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9　少年消防クラブ指導者交流会� （令和２年２月 15日　ルポール麹町）

10　第 46回消防団幹部特別研修�（令和２年１月21日から24日　日本消防会館ほか）

11　第 19回消防団幹部候補中央特別研修　男性の部
（令和２年２月５日から７日　日本消防会館）

12　第 19回消防団幹部候補中央特別研修　女性の部
（令和２年２月 19日から 21日　日本消防会館ほか）
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13　消防団防災学習・災害活動車両
　日本消防協会では、消防団を中核とした地域の総合的な防災力の充実強化を図ることを目的に、「消
防団防災学習・災害活動車両」を開発し日本宝くじ協会のご支援を得て、平成２６年度から全国の
消防団に交付しています。
　この車両は、防災訓練等への取組みを支援するため、平時は地域住民、子供たち、事業所等の防
災学習や防災指導用として活用し、災害時には緊急車両として消火・救助資機材等の搬送や現場活
動に活用できるものです。令和元年度は全国の消防団に１０台を交付しています。
　車両は、ワンボックス型ハイルーフ、４輪駆動、オートマチックトランスミッションを基本とし、
室内空間も十分に広く、普通免許で運転が可能です。後部デッキに、防災学習用資機材及び災害活
動用資機材を収納し、用途に応じて積み替えることが可能です。資機材の積み降ろしを容易にする
ため、車両後部に電動パワーリフト（300㎏）を搭載しています。

　この資機材には、消火訓練機器として天ぷら油実験装置、煙体験ハウスなどの火災対応訓練用資
機材のほか、ＡＥＤトレーナーセット、三角巾などの応急手当訓練用資機材などがあります。また、
ノートパソコンからプロジェクターとスクリーンにより屋内、屋外での指導及び学習等が可能となっ
ています。

　いざ災害が発生した時には、軽可搬消防ポンプなどの消火器具、万能斧、ジャッキなどの救助器具、
夜間の明るさを確保するための投光器、人命救助用としてＡＥＤ及び担架など、災害活動に使用す
る資機材を積み替えて出動することができます。

防 災 学 習 用 資 機 材

災 害 活 動 用 資 機 材

軽可搬消防ポンプ

天ぷら油実験装置 煙体験ハウス 訓練用消火器 ＡＥＤトレーナー
セット

プロジェクター
大型スクリーン
ノートパソコン

バルーン型投光器 折りたたみ梯子 レスキューキット ＡＥＤ 担架

この事業は、日本宝くじ協会のご支援を得て実施しています。
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14　「消防団応援の店」の推進

15　消防育英事業に対する事業協力

　消防団員及びその家族に対して、割引などの一定のサービスを提供する「消防団応援の店」が全
国的に広がっています。
　この「消防団応援の店」は、消防団員の福祉向上などだけでなく、消防団の存在を地域の方々に
より広く知ってもらう機会になり、ひいては地域防災力の向上に向けた取組の拡大につながってい
ます。
　日本消防協会では、地元の消防団だけではなく、全国の消防団員を対象とする「全国消防団応援
の店」をスタートしました。
　この「全国消防団応援の店」は関係の皆様のご協力により急速に増加しつつあります。そのリス
トはホームページで公開しています。「全国消防団応援の店」でも検索できます。

　日本消防協会は、消防活動等で殉職された消防団員、消防職員及び消防協力者の遺児に対する支
援として、奨学金給付や奨学生懇談会の開催等を行っている（公財）消防育英会の事業に協力して
います。
　また、消防殉職者遺児支援のため、飲料水の売り上げの一部を消防育英会へ寄付する消防育英会
支援自動販売機の設置が、総務省消防庁をはじめ自治大学校、日本消防会館、全国の消防本部、消
防団、事業所等で着実に増加してきています。

全国消防団応援の店の表示
全国消防団応援の店のホームページ
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16　防災活動車の交付

17　ラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」を放送中

　消防団員福祉共済の加入に対する還元事業の一環で、各都道府県からの要望団体に対し消防車両
等を交付し、地域の安全安心を守る消防団活動に活用することを目的として実施しました。令和元
年度も４７台を交付し、地域の防災力充実強化に活用されています。

　日本消防協会では、芸能界、スポーツ界等の著名な方々により結成された「消防応援団」のご協
力を得て、消防団に関するラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」を放送しています。この
番組は、全国各地で頑張っている消防団員にエールを送るとともに、広く一般の方々にも消防団活
動等について理解を深めてもらうため、消防応援団員をゲストパーソナリティーに迎え、全国各地
の消防団員と電話で対談し、日頃の活動体験、先進的な取り組み、「わがまち・ふるさと」自慢等の
話題を取り上げております。

消防団活動車（８人乗りワンボックス）

有森 裕子さん

水前寺 清子さん

浅香 唯さん

舞の海 秀平さん

消防団活動車（SUV）
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日本消防協会ホームページに 

アクセスしてください。 

https://www.nissho.or.jp 

右側メニュー内 

【消防団活動事例】を 

クリックしてください。 

閲覧場所へのアクセス方法② 

閲覧場所へのアクセス方法① 

ご覧になりたい年度の画像を 

クリックしてください。 

※【PDF】データが開きます 

各消防団の記事がご覧いただけます。 

 

クリック 
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無料で、各消防団の情報を掲載し、消防団の活動内容等をＰＲする事ができます。 

（登録は消防団単位とします） 

画面右下の【全国消防団ＰＲ】を 

クリックします。 

日本消防協会ホームページに 

アクセスします 

https://www.nissho.or.jp 

 

登 録 手 順 ① 

右図のページが表示されましたら 

画面中央の【ＰＲページ申請画面】

をクリックします。 

登 録 手 順 ② 

登 録 手 順 ③ 

登録が完了されました。 

後日、【全国消防団 PR】ページ内に情報が公開されます。 

 

 右図の項目欄に入力してください。 
※尚、添付する画像のサイズは 

80KB までとします。 

入力が終了しましたら、画面下部の 

【次へ】をクリックします 
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消防団を中核とした地域防災力の
充実強化に関する法律
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　平成２５年１２月、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が定め
られました。この法律は何をめざしているのでしょう。
　平成７年の阪神淡路大震災の時も大きな被害がありましたが、平成２３年の東日本大震
災はもっと大きな大変な被害になりました。およそ２万人もの方がお亡くなりになり、一
生懸命活動した消防団員、消防職員も合わせるとおよそ２８０人も死亡・行方不明になり
ました。その後、また各地で大きな地震発生があり得るといわれ、また、台風や集中豪雨、
竜巻、大雪などが次々に起こっています。住宅などの火災や事故もあります。これまでの
常識では考えられないような災害が連続的に発生しています。
　そのような中で、一人一人の生命を守るためにどうするか、これからのそのやり方を明
らかにし、みんなでこれを実行していこうというのが、この法律制定の目的です。
　では、具体的にどうするのでしょう。
　災害が起こると消防署や消防団などが出動して消火や水防、救助救急などをしますが、
大きな災害になると到底人手が足りません。そのため緊急消防援助隊という全国的な応援
体制を作っていますが、被災地に到着するまでにどうしても時間がかかります。災害発生
直後は、地元の消防、地元の人々しかいないのです。地元で何とかしなければなりません。
　もちろん消防団は、地元の中心となって活動しています。しかし、東日本大震災などの
教訓からは、装備をもっと充実させたり、団員を十分に確保したりして、もっと充実強化
しなければならないことがはっきりしています。
　そして、住民の皆さんにも一緒に行動してもらわなければなりません。男性も女性も、
若い人も中高年の人も、そこで働いている人たちも、みんながそれぞれの役割を果たして
もらって、みんなの力がひとつにまとまらなければなりません。危険が迫っているときに
早く避難することも大事な活動です。
　いざという時に本当にそのような活動ができるようにするためには、日頃から、住民の
皆さんが地域の災害のことについて一緒に勉強したり、訓練したりして、一つにまとまっ
ていることが大事です。
　この法律は、そのようなことを実行するた
めに、国や地方公共団体がやらなければなら
ないことをはっきりさせるほか、住民の皆さ
んにもやっていただくこと、そのことについ
ての行政からの支援などを定めています。
　このような法律は初めてです。この法律を
いかして、どんな災害があってもみんなが元
気に生きていくことができるようにしたいと
思います。
　以下、法律の内容をご説明します。

この法律がめざすものⅠ

大雨による土砂崩れ現場での活動
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１　目　的
　法律第１条には、法律を定めた目的を記しています。この基本の趣旨は、前述の「この
法律がめざすもの」に書いた通りですが、背景として、少子高齢化が進んだり、被用者が
増え、よそのまちに通勤する人が増えているなどの変化をあげ、地域の防災活動の担い手
を十分に確保することが困難になっているとしています。

　（目的）
第�１条　この法律は、我が国において、近年、東日本大震災という未曽有の大災害をは
じめ、地震、局地的な豪雨等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産
の災害からの保護における地域防災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進
展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経
済情勢の変化により地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難と
なっていることに鑑み、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、並びに国及
び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地域防災力の充実強化に関する計
画の策定その他地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定めることに
より、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、
もって住民の安全の確保に資することを目的とする。

２　地域防災への総力結集
　第２条以下で、基本的な考え方をいろいろな点から記していますが、これを総括してい
るのは、地域防災のための総力結集です（第６条）。国や地方公共団体が大きな責務を負っ
ていることはもちろんですが（第４条）、住民の皆さんが、おひとりおひとり、あるいは
自主防災組織などとして、地域の防災活動に積極的に参加するよう努めることとしていま
す（第３条、第５条）。
　そのなかで、消防団は中核的な役割を果たすものとしてその強化を図ることとし、消防
団が住民の皆さんの自発的な活動への参加を促進するなどとしています（第３条）。

基本的な考え方Ⅱ

自主防災組織と連携した水防訓練 地域の各機関が連携した地震津波避難訓練
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　（定義）
第�２条　この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、
自主防災組織（災害対策基本法 （昭和３６年法律第２２３号）第２条の２第２号に規
定する自主防災組織をいう。以下同じ。）、消防団、水防団その他の地域における多様
な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動
の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災
の体制及びその能力をいう。

　（基本理念）
第�３条　地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団体、
国等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組むことが重
要であるとの基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に
対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏ま
え、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活
動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により、地域
における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければならない。

　（国及び地方公共団体の責務）
第�４条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を
図る責務を有する。
２�　国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであると
を問わず、地域防災力の充実強化に寄与することとなるよう、意を用いなければなら
ない。
３�　国及び地方公共団体は、地域防災力の充実強化に関する施策を効果的に実施するた
め必要な調査研究、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

　（住民の役割）
第�５条　住民は、第三条の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域
における防災活動への積極的な参加に努めるものとする。

　（関係者相互の連携及び協力）
第�６条　住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、
消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑
に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
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３　地域防災の計画的な推進
　市町村は、地域防災力の充実強化を計画的に進めるよう、市町村単位の地域防災計画に
地域防災力の充実強化に関する事項を定め、また地区防災計画でも居住者等の参加のもと
で具体的な事業に関する計画を定めることとしています（第７条）。

　　　　　　第２章　地域防災力の充実強化に関する計画
第�７条　市町村は、災害対策基本法第４２条第１項に規定する市町村地域防災計画にお
いて、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施
に努めるものとする。
２�　市町村は、地区防災計画（災害対策基本法第４２条第３項に規定する地区防災計画
をいう。次項において同じ。）を定めた地区について、地区居住者等（同条第３項に
規定する地区居住者等をいう。次項において同じ。）の参加の下、地域防災力を充実
強化するための具体的な事業に関する計画を定めるものとする。
３�　地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市町村に対し、当該地区の実情
を踏まえて前項に規定する事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを提案
することができる。

地域での応急手当指導 ポンプ車からの放水体験

消防団と自主防災組織との合同訓練 消防団と自主防災組織との合同訓練
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消防団の充実強化Ⅲ
　この法律の最大の特色は、地域防災の中核として消防団を大変重く見ていることです。
　消防団は、将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできないものであり、これ
に代わるものはないとして、国と地方公共団体は、その抜本的な強化のため必要な措置を
講ずるものとするとしています（第８条）。ここまではっきり記した法律はこれまでにあ
りません。

　（消防団の強化）
第�８条　国及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来に
わたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑
み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

　少し消防団のことを申し上げます。
　消防団は、常備消防といわれる消防本部、消防署とともに、法律に基づいて設けられて
いる消防機関で、全国の市町村にあります。両者は連携協力してあらゆる災害事故と闘っ
ていますが、常備消防と比べますと、即時対応力、要員動員力、地域密着力に特徴があり、
まさに地域防災力の中核です。そして、東日本大震災などの例にもありますように、大変
厳しい状況の下でも命令を受けて組織的な活動をします。本当になくてはならない存在な
のですが、報酬はきわめて低額ですので、経済的には殆んどボランティアです。
　この消防団は、今、大きな課題に直面しています。消防団は、今申し上げましたように、
要員動員力などの特色を持っていますが、それには消防団員の数がなければなりません。
消防団員の確保はもっとも大事なことのひとつです。ところが、消防団員は、次の図にあり
ますように、このところずーっと減少しています。少子高齢化、過疎化などのほか、被用者
が増え、しかも勤め先が離れていること、コミュニティが変化して自分たちの地域は自分た
ちで守るんだという気持ちを持つ人が少なくなったことなどの理由からだと思われます。
　これは何とかしなければなりません。そこ
で、この法律には、消防団員の確保のための
条文がいくつかあります。
○消防団への加入の促進
　まず、一番の基礎である、自らの地域は自
ら守るという気持ちを持ってもらうように、
国と地方公共団体は必要な措置を講じること
としています（第９条）。

　（消防団への加入の促進）
第�９条　国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地
域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。

消防団加入促進ラジオ広報
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　次にいくつかの具体的なケースについて記しています。
○公務員の加入
　まず、公務員の消防団への入団についてです。
　公務員は、元々国民の福祉の向上のため働いています。そして安全の確保は福祉の根本
ともいえますから、率先垂範、消防団に入団することは望ましいといえるでしょうが、一
方、公務員にはいわゆる兼職禁止などの規定があり、許可などが必要です。今回は、これ
について公務員が消防団に入団したいと申し出た時は、「職務の遂行に著しい支障がある
時を除き」認めなければならないと定められ、そのほか、入団しやすいように規定が定め
られました（第１０条）。

　（公務員の消防団員との兼職に関する特例）
第�１０条　一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団
員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者（法令に基づき国家公
務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１０４条の許可又は地方公務員法（昭和２５
年法律第２６１号）第３８条第１項の許可の権限を有する者をいう。第３項において
同じ。）は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならな
い。
２�　前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第１０４
条の許可又は地方公務員法第３８条第１項の許可を要しない。
３�　国及び地方公共団体は、第１項の求め又は同項の規定により認められた消防団員と
の兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点
からその任命権者等（任命権者及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する
者をいう。）により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるも
のとする。

○事業者の協力
　世の中の就業構造が変わって、商店経営や農業などの自営業者が減少して、サラリーマ
ンといわれる被雇用者が大幅に増えました。ですから、消防団員も被雇用者が増えて、い
まや７割以上になっています。これから消防団員を確保するためには、被雇用者の入団が
不可欠です。そのためには、消防団への入団、
訓練、災害現場への出動について、会社の経営
者など使用者のご理解を頂くことが大事です。
　これまでも「消防団協力事業所」の認定な
どいろいろな対策がとられていますが、今回
の法律では、「事業者」は「従業員」の消防団
への入団や活動について、できる限り配慮す
るものとしています。
　また、消防団員としての活動などを理由と
して解雇その他不利益な取り扱いをしてはな
らないこと、国および地方公共団体は、従業 建設業者の協力を得て災害対応訓練
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員の消防団活動について事業者の理解が深ま
るよう、財政上または税制上の措置その他必
要な措置を講ずるよう努めるものとするとさ
れています。
　このことが大事であることを深く考えたい
ろいろな条文ができました（第１１条）。

　（事業者の協力）
第�１１条　事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に
行われるよう、できる限り配慮するものとする。
２�　事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したことそ
の他消防団員であること又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇その
他不利益な取扱いをしてはならない。
３�　国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団
員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必
要な措置を講ずるよう努めるものとする。

○大学等の協力
　大学等の学生が消防団に加入することは、消防団活動としてだけでなく、将来もっと幅
広い防災活動の担い手になることも期待できます。
　この法律では、国と地方公共団体が、大学等の学生さんが消防団に加入すること等につ
いて、大学等に就学上の配慮などの自主的な取り組みを促すものとされました（第１２条）。

　（大学等の協力）
第�１２条　国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとと
もに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮そ
の他の自主的な取組を促すものとする。

○消防団員の処遇の改善
　消防団員は、元々多額の報酬を期待しているものではありませんが、それにしてもあま
りにも低額です。市町村がそれぞれ定めている報酬はおおむね年間２～３万円で、国が財
政措置している額より相当下回っています。
　この法律では、国と地方公共団体は、処遇改善のため、適切な報酬等が支給されるよう
必要な措置を講ずるものとしています（第１３条）。

　（消防団員の処遇の改善）
第�１３条　国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その
他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置
を講ずるものとする。

「消防団協力事業所表示制度」表示マーク

 事業所の消防団への協力を消防団員と事業所の従 

業員をイメージした輪の連結で力強く表現し、また、

ハート型は地域を思う心を併せて表現しています。 
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○消防団の装備の改善
　東日本大震災の経験の中で明らかになりましたのは、消防団の装備があまりにも不十分
であることです。これは、全国的な問題です。
　もしもというお話はあまりよくないのですが、あの時、消防団員の安全確保のための安
全靴、救命衣などの基本的な装備、津波などの情報を共有するための無線機、救助活動用
の機材、最低限の水、食料、燃料などがあれば、様子は大きく違っていたでしょう。
　装備の改善充実は全国の消防団員の強い希望でしたが、この法律では、国と地方公共団
体は、消防団の装備の改善と相互応援の充実のため、必要な措置を講ずるものとし、また、
国と都道府県は、市町村が行う消防団の装備
の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずる
よう努めるものとされました。
　この規定を背景に、平成２６年２月、国が
定めている消防団の装備と服制の基準を初め
て大幅に改善しました。これからは、この基
準をめざして現実の装備を改善充実すること
が大きな課題です。装備の改善は、国民の皆
さんの安全向上に直結します（第１４条、第
１５条）。

　（消防団の装備の改善等）
第�１４条　国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備
の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

　（消防団の装備の改善に係る財政上の措置）
第�１５条　国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上
の措置を講ずるよう努めるものとする。

○消防団員の教育訓練
　消防団活動の充実には、装備の改善とともに教育訓練の充実も必要です。消防団員は、
それぞれ仕事を持っていますから、訓練のための時間の確保が大変なのですが、できる限
り効率的に充実した訓練ができるように工夫することも大事です。
　この法律では、国と地方公共団体は、訓練内容の基準の策定、訓練施設の確保など必要
な措置を講ずるものとしているほか、訓練を修了した消防団員の資格制度の確立について
も述べています。
　資格は大きな励みになるでしょう（第１６条）。

救助資機材の取扱訓練
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　（消防団員の教育訓練の改善及び標準化等）
第�１６条　国及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、
教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確
保、消防団員の安全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の確立その他必要な措
置を講ずるものとする。
２�　市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実
施及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。

図上訓練を行う消防団員

自然災害対応訓練を行う消防団員

大規模火災対応訓練を行う消防団員

救命講習を行う消防団員

土砂災害対応訓練を行う消防団員

震災対応訓練を行う消防団員
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地域防災体制の強化Ⅳ
　この法律の大きな狙いは、地域の防災体制の強化、地域防災力の充実です。そのために
いろいろな条文が設けられました。

○市町村による防災体制の強化
　まず、市町村は、指導者の養成、確保、必要な資材の確保等に努めるものとしています
（第１７条）。

　（市町村による防災体制の強化）
第１７条　市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、
養成及び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に努めるものとする。

○自主防災組織等の教育訓練と消防団の役割
　この法律では、地域の防災組織として、自
主防災組織、女性防火クラブ、少年消防クラ
ブ、市町村の区域内の公共的団体その他の防
災に関する組織を掲げて、その教育訓練では
消防団が指導的な役割を担うよう市町村は必
要な措置を講ずるよう努めるものとしていま
す。
　ここで注目されるのは、女性防火クラブと
少年消防クラブが初めて法律に登場したこと
と、これらの地域防災組織の教育訓練で、特
に消防団が指導的な役割を担うようにという
期待を明らかにして、その実行のために町村が必要な措置を講ずるよう努めると定めてい
ることです（第１８条）。

　（自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割）
第�１８条　市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ（女性により構成され
る家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織を
いう。）、少年消防クラブ（少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。）、
市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織（以下「女性防火クラブ等」
という。）の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。

消防団と町内会との合同の防火防災訓練
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○自主防災組織等への支援
　地域防災力の充実強化には、いろいろな状況
にある住民の皆さんが、それぞれ自分たちの町
を、あるいは自分たちの生命、財産を自分たち
が守るという気持ちを持って頂いて、日ごろか
ら災害について考えたり、訓練して頂くことが
一番大事です。そのことにつながる条文がいく
つかあります。
　まず、国と地方公共団体は、自主防災組織等
の教育訓練について、その機会の充実、情報の
提供など必要な援助を行うものとしています。
　そして、国と都道府県は、市町村が行う自主防災組織などの育成発展の取り組みに対し
て必要な援助を行うものとしています（第１９条、第２０条）。

　（自主防災組織等に対する援助）
第�１９条　国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓
練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提
供その他必要な援助を行うものとする。

　（市町村に対する援助）
第�２０条　国及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織及び女性防火クラブ等の育成
発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。

○防災に関する学習の振興
　防災については、幼年期から成長に応じて学習できるようにすることが大事です。そし
て、消防団等の参加のもとに学校教育や社会教育の場で取り上げられるようにしなければ
なりません。国と地方公共団体はそのために必要な措置を講ずるものとしています。
　このことに関連して申しますと、わが国では全国に約４，６００の少年消防クラブがあ
り、約４１万人がメンバーになっています。その活動を支援するため、モデルクラブを指
定して活動服や訓練機材を差し上げたり、指導して頂いている人たちの情報交換の機会を
作っています。平成２７年からは少年消防クラブの全国交流大会を開催しています。
　幼少年期から災害に関心を持ってもらうことは大変大事ですので、これからも応援しま
す（第２１条）。

　（防災に関する学習の振興）
第�２１条　国及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる
機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参
加を得ながら、学校教育及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要
な措置を講ずるものとする。

女性防火クラブによる炊き出し訓練
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幼稚園での防火・防災教室

小学校での防火・防災教室

幼年・少年消防クラブでの火災予防広報活動

小学校での放水体験
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消防団を中核とした
地域防災力充実強化大会Ⅴ

　平成２５年１２月成立の「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」は、
消防団の重要性を明記するとともに、地域の総力を結集した地域防災力の充実強化をめざ
す画期的な法律です。この法律の趣旨を実現することが大きな課題ですが、そのためには
広く国民の皆さんにこの法律の趣旨をご理解・ご協力頂くことが必要です。
　そこで平成２６年８月２９日（金）、東京都千代田区丸の内の東京国際フォーラムで
「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会」を開催しました。日本消防協会主催で開
催した初の国民的大会でしたが、各界トップの方々に発起人としてご参加頂くとともに、
１６０を超える企業・団体のご後援・ご参加を頂き、各界各層約１，５００人のご参加の
もと盛大に開催されました。
　大会には、新藤総務大臣、古屋防災担当大臣のほか、急遽、安倍内閣総理大臣にもご出
席頂き、力強いごあいさつを頂きました。
　大会では全国各地のさまざまな活動事例を発表して頂き、発起人の皆さんなどからコメ
ントを頂きました。発表後、会場内で意見交換をし、大会の締めくくりとして、これから
の地域防災のあり方についての「大会申し合わせ」が満場一致で決定されました。

主　　　催　公益財団法人 日本消防協会
大会発起人（五十音順：敬称略）
　　　　　　�石原信雄氏（元内閣官房副長官）　陣内孝雄氏（全国防災協会会長）　清家篤氏（日本私立大学団体連合

会会長、慶応義塾長）　高井康行氏（全国社会福祉協議会副会長）　西元徹也氏（元防衛庁統合幕僚会議
議長）　野田健氏（元内閣危機管理監）　福地茂雄氏（元日本放送協会会長：発起人代表）　室﨑益輝氏（消
防審議会会長）　横倉義武氏（日本医師会会長）

大会申し合わせ

私たちは、東日本大震災その他の災害・事故を教訓として、これからどのような事態
があっても被害を最小限にとどめ、生命は必ず守ることとするため、ひとりひとりが自
らを守ると同時に、みんながそれぞれの力を発揮して協力することとします。
そのため、日頃からそれぞれの地域でいろいろな災害等を想定し、その時の対応をみ
んなで相談し、避難や緊急の救命措置など必要な体験学習をします。
「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会」に当たり、このことを申し合わせます。

� 平成２６年８月２９日
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　この大会が新法の趣旨実現に向けた国民運動的な盛り上がりの第一歩となり、平成27
年度以降、毎年、消防庁主催で「地域防災力充実強化大会」が開催され、令和元年度は、
令和元年１０月２５日に福岡県北九州市において開催されるなど、着実な広がりをみせて
います。
　日本消防協会は、引き続き地域防災力の充実強化を図るため、消防庁や全国の消防関係
者の皆さんと力を合わせて事業に取り組んでまいります。

令和元年度の地域防災力充実強化大会

○地域防災力充実強化大会 in 福岡２０１９
　大会では、地域住民や自主防災組織、事業者、教育、医療・福祉等、様々な分野が連携
を図り、地域防災力の充実強化の重要性についての理解を更に促進するため、基調講演や
大会参加団体によるそれぞれの分野で日頃から行
われている事例発表がされました。また、タレント・
野球解説者・消防応援団であるパンチ佐藤氏をトー
クショーのゲストに迎え、日頃の防災についての
取組や思いを語っていただきました。参加した皆
さんは真剣に耳を傾け、地域防災力の充実強化の
重要性をさらに深め、今後の各地での活発な取組
につながる有意義な大会となりました。

１　日　時：令和元年１０月２５日（金）
	 １３時００分～１７時００分
２　場　所：�アルモニーサンク北九州ソレイユホール�

（北九州市）
３　内　容：〇オープニングアトラクション

（北九州市消防音楽隊）
	 〇基調講演

『豪雨災害で命をなくさないために
地域防災力を向上する』
（関西大学社会安全学部社会安全研
究センター長・特別任命教授、人
と防災未来センター長　河田　惠
昭　氏）

	 〇事例発表
（北九州市若松消防団カッパ・ファ
イヤーズ、くすばし少年消防クラ
ブほか）

	 〇ゲストトークショー
（タレント・野球解説者・消防応援
団　パンチ佐藤　氏）

	 〇総括
（兵庫県立大学大学院減災復興政策
研究科長・教授　室﨑　益輝　氏）

４　参加人数：約１, ０００人

基調講演：河田　惠昭　氏

オープニングアトラクション

ゲストトークショー：パンチ佐藤　氏
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地域の防災活動プランづくりの推進
　国においては、東日本大震災の教訓を踏まえて災害対策基本法を改正し、これまでの都
道府県・市町村の地域防災計画に加え、市町村の区域よりも狭い地域を対象とする「地区
防災計画」の仕組みを定めました（平成２６年４月施行）。これは、地域コミュニティに
おける災害への備えと災害時の行動計画といえるものです。この計画づくりのためには、
まずは、災害や火災が起こったときにどうするか、地域のみなさんで話し合うことがスター
トです。そして、いざというときの効果的な活動につなげることが大変重要になります。
　日本消防協会では、このような地域での取組をさらに進めるため、全国の消防団長及び
市町村長あてに「地域の防災活動プランづくりについて」を通知しました（平成２８年１
月）。この通知のなかで、消防団員等地域のみなさんの参考となるよう、試みに作成した「災
害、その時どうしますか。―みんなでつくる地域の防災活動プラン―」を示しております。
消防団員をはじめ自主防災組織、住民等地域のみなさんが積極的に参加し、地域の防災活
動プランづくりが推進されることを期待しております。

「災害、その時どうしますか。」
―みんなでつくる地域の防災活動プラン―

○　普段からみなさんで相談しましょう。そして時々練習しましょう。
　・　ここではどんな災害があり得るでしょうか。
　　【例】�火災、地震、津波、台風（強風、大雨、高潮、高波など）、局地豪雨（洪水、土砂崩れ）、

大雪、火山噴火等
　・�　その時、早めの情報収集はどのようにして実行しますか。また、その情報はどのようにし
てみなさん共有しますか。

　・�　被害を防いだり、避難したりなどの行動が必要かどうかはどのようにして相談し、決定し
ますか。どのように行動しますか。

　・　避難は、どこに行きますか。状況に応じてどこがよいか相談しておきましょう。
　・�　その時、おひとりおひとりはどう行動しますか。お手伝いが必要な人がいる時は、誰が誰
をお手伝いしますか。

　・　避難する時には、それぞれお薬など最小限何を持参しますか。
　・　避難先での衣食住の準備は大丈夫ですか。
　・　医療福祉施設等が火災の時どのように初期消火、救出をしますか。
　・�　地域内の施設や避難コース等で防災の面から改善した方がよいものがあれば、市町村に相
談してみましょう。

○�　「地域」は、自然的社会的歴史的な事情からまとまりがあり、みなさんで助け合えるような区
域ということになるでしょう。そうすれば、一般的には、いくら広くても小学校の区域、普通
はもっと狭い区域ということになるでしょう。

○�　このようなことをする時には、どなたか中心になってお世話頂く人が必要になります。町内
会長さんのようなお立場の方、あるいは地元の消防団分団長というような方、そして防災のこ
とを勉強している方などいろいろなケースがあり得るでしょうが、いずれにしてもみなさんが
ひとつにまとまることが大事ですし、市町村、消防署、消防団とはよく連携することが大事です。
○�　相談した結果をメモにして、みなさんが持っていましょう。このメモが法律による地区防災
計画の実質的な内容に相当するものになるでしょう。

○�　時々みなさんが集まって相談したことを確認したり、一部手直しなど新たな相談をしましょう。
○�　時々メモに書いた避難等をみなさん一緒に実行し、これでよいかどうか確認しておきましょう。
○�　防災についてもっと勉強した方がよいと思ったら、市町村に相談してみましょう。
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Ⅰ
１　消防団の活動状況
　消防団は、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、住民有志によ
り組織された市町村の消防機関である。平成３１年４月１日現在、全国で２，１９８団
（２２，３０６分団）が設置されており、約８３万人が消防団員として活躍している。
　消防団員は、通常は各自の職業に従事しながら、いざ災害が発生した際には、いち早く
現場に駆けつけ災害防御活動等を行っており、一般住宅における消火活動はもちろんのこ
と、特に地震や風水害等の大規模災害や林野火災時には、多数の消防団員が出動し、被害
の拡大防止に活躍している。
　一方で、災害時以外の活動においても、戸別訪問による防火指導や応急手当の普及指導、
地域の行事の際の警戒等、地域に密着した活動を幅広く行っている。
　また、近年増加傾向にある女性消防団員も、優しさやきめ細かな配慮を生かし各地域に
おいて活躍している。
　

区分 平成３１年４月１日現在 平成３０年４月１日現在
消防団数 ２，１９８ ２，２０９
分団数 ２２，３０６ ２２，４２２

消防団員数 ８３１，９８２ ８４３，６６７

表１　消防団の現況

消防団の現状Ⅰ
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２　消防団が抱える課題
　近年の社会情勢の変化は、消防団の運営、活動等に様々な影響を及ぼしており、次のよ
うな問題点が指摘されている。
⑴　団員数の減少
　�　消防団員数は、昭和２７年当時２００万人以上であったが、平成２年には、１００万
人を割り込み、なお減少が続いている。しかし、消防団員総数が減少する中でも、女性
消防団員数は年々増加している。
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図１　消防団員数及び対前年減少人数の推移

注）「消防白書」により作成
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図２　女性消防団員数の推移

注）「消防白書」を引用
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⑵　被雇用者団員（サラリーマン団員）の増加 
　�　消防団員に占める被雇用者の割合は約７割までに高まっており、一般的な職住分離の
傾向と相まって地域によって昼間における消防力の低下が懸念されている。

⑶　団員の中・高齢層の増加
　�　消防団員の年齢構成は、図４のとおりであるが、４０歳以上の消防団員の割合が年々
増加している。
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図３　消防団員の被雇用者化の推移

注）「消防白書」を引用
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図４　消防団員の年齢構成比率の推移

注）「消防白書」を引用
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Ⅰ 消防団の機能と役割Ⅱ
１　多様な環境下にある消防団の機能と役割
　消防団の活性化を図るための方策を検討するにあたって、まず、現在の多様な環境下に
おかれた消防団の状況を勘案し、その役割を明確にする必要があり、消防団の機能と特性、
他の消防機関との関係として以下のようなことが挙げられる。
⑴　消防団の機能と特性
　　まず、消防団の機能と特性としては、次の６点に集約できる。
　ア　普遍性
　　�　消防団員は、全国の至る所におり、いかなる場所で災害が発生しても即座に対応す

ることが可能である。
　イ　地域密着性
　　�　消防団員は、その地域に居住又は勤務している人が団員となっているので、地域と

の繋がりが深く、また地域の各種事情について豊富な知識を有している。
　ウ　即時対応力
　　�　消防団員は、定例的に教育訓練を受けるなど、消防に関する相当程度の知識及び技

能を有している。
　エ　多面性
　　�　消防団の活動は、消火作業にとどまらず、火災予防に関する住民指導、巡回広報等

を実施している。また、風水害及び地震等、各種災害防御活動に当たっているほか、
遭難者の捜索救助、各種警戒等の活動を行っている。

　オ　要員動員力
　　�　全国で約８３万人と消防職員の約５. ０倍の人員を有し、特に大規模災害や林野火

災時等には、その動員力によって災害防御にあたることができる。
　カ　広域運用性
　　�　大規模災害時においては相互応援協定等により、管轄区域を越えて広範囲な活動を

行うことができる。

⑵　他の消防組織との関係における消防団の役割
　　他の消防組織との関係における消防団の役割については、次の３点が挙げられる。
　ア　常備消防機関との関係
　　�　常備消防の整備状況及び各地域の自然的条件、社会的条件などにより様々な役割分

担が考えられる。例えば、常備消防の比重が高い地域では、通常の火災では常備消防
が活動の中心となることから、消防団はその補完的役割を果たすこととなるが、一方
では消防団が大きな役割を期待される地域も数多く存在する。また、予防面について
は、各戸訪問時の一般家庭中心のきめ細かな活躍が期待される。

　イ　自主防災組織との関係
　　�　消防団は、平常時にあっては自主防災組織等に対して指導・育成を行う役割が期待
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され、また大規模災害時にあっては、消防団がリーダーシップをとって自主防災組織
をはじめとする地域の様々な組織やボランティアグループ等とともに統一のとれた災
害防御活動を行う必要がある。

　ウ　自衛消防組織との関係
　　�　事業所の自衛消防組織は、相当程度の施設・装備を有しているものもあるため、平

素から消防団としても地域内の自衛消防組織と密接な連携を図るとともに教育訓練等
の指導を行い、災害時には消防団を中心として各組織を結集して防御活動にあたるこ
とが期待される。

　�　このように、今日における消防団は、地域社会における消防防災の中核として、従来
からの任務である消火活動はもちろんのこと、防火指導を兼ねた高齢者宅への戸別訪問、
イベント等での警戒、応急手当の普及指導等、地域に密着した活動を幅広く行うことが
期待されている。
　�　また、多数の人員を必要とする大規模災害時においては、地域密着性、要員動員力及
び即時対応力を発揮し、効果的な災害情報の収集伝達、避難誘導及び災害防御活動を行っ
ていくことが期待される。
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２　「消防力の整備指針」における消防団の業務及び人員の総数
　消防団の行う業務については、平常時の火災予防活動や応急手当の普及指導等の地域に
密着した活動や、阪神・淡路大震災以降、再認識された消防団の持つ組織力を踏まえて、
災害時における避難誘導、自主防災組織を含む地域住民への指導などについて、消防力の
整備指針第３６条に明記されている。
　また、人員の総数については、消防団をめぐる地域における実情が多様であり、動力消
防ポンプの種類や小学校区内の可住地面積による画一的な基準を基に算定することは困難
であることから、業務を円滑に遂行するために地域の実情に応じ必要な数となっている。
組織の見直しや市町村合併等に伴う条例定数の削減及び実員数の減少により全国的に減少
し続けており、地域の消防力の低下が懸念されているが、各市町村は、消防団員の確保に
より一層努めることが要請される。

　（消防団の業務及び人員の総数）
第�３６条　消防団は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、その総数は、当該業務を
円滑に遂行するために、地域の実情に応じて必要な数とする。
　一　火災の鎮圧に関する業務
　二　火災の予防及び警戒に関する業務
　三　救助に関する業務
　四�　地震、風水害等の災害の予防、警戒及び防除並びに災害時における住民の避難誘

導等に関する業務
　五�　武力攻撃事態等における警報の伝達、住民の避難誘導等国民の保護のための措置

に関する業務
　六�　地域住民（自主防災組織等を含む。）等に対する指導、協力、支援及び啓発に関

する業務
　七　消防団の庶務の処理等の業務
　八　前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、特に必要とされる業務
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Ⅰ 消防団の活性化対策Ⅲ
１　消防団組織・制度の多様化方策
　昼夜を問わず、全ての災害、訓練に参加する消防団員（以下、「基本団員」という。）を
基本とした現在の制度を維持したうえで、必要な団員の確保に苦慮している各市町村が実
態に応じて選択できる制度として、各種の多様化方策が導入されている。
　その概要については次のとおりである。

⑴　機能別団員（特定の活動、役割のみに参加する団員）
　ア�　入団時に決めた特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する制度である。
　イ　消防職員・団員OB、被雇用者、女性等の有効な活用が可能である。

⑵　機能別分団（特定の活動、役割を実施する分団）
　ア�　特定の役割・活動を実施する分団・部を設置し、所属団員は当該活動及び大規模災

害対応等を実施する制度である。
　イ�　大規模災害対応、火災予防対応等を目的とした分団の設置や事業所単位での分団設

置が可能である。

⑶　休団制度
　ア�　団員が長期出張や育児等で長期間活動することができない場合、団員の身分を保持

したまま一定期間の活動休止を消防団長が承認する制度である。
　イ　休団中の大規模災害対応、休団期間の上限は各消防団で規定する。
　ウ　休団中は報酬の不支給、退職報償金の在職年数不算入が可能である。

⑷　多彩な人材を採用・活用できる制度
　ア�　条例上の採用条件として性別・年齢・居住地等を制限している例があるので、条例

の見直しにより幅広い層の住民が入団できる環境の整備が可能である。
　イ　年間を通じた募集・採用の実施。

２　消防団と事業所との連携体制の強化
　全消防団員の約７割が被雇用者であることから、消防団活動への一層の理解と協力を得
るために、被雇用者消防団員の活動環境の整備、事業所との協力関係の構築、事業所にお
ける防災知識・技術に関するストックの活用、消防団活動への協力が社会責任及び社会貢
献として捉えられる環境づくり等の各種方策が各都道府県及び市町村に示されている。
　その概要については次のとおりである。
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⑴　事業所における被雇用者消防団員の活動環境の整備
　　～　消防団活動に関する事前打ち合わせについて　～
　�　従業員である被雇用者団員においては、雇用事業所からの理解を得て、消防団活動が
行える環境整備が必要である。そのため、消防団等から事業所にアプローチし、まずは、
相互で話し合い協力していただくことが必要である。その上で、事業主と消防団で予め
消防団活動について、必要な事項（例えば、勤務時間中における災害出動及び訓練等へ
の配慮として、ボランティア休暇扱いにするなど）があれば、それを取り決める。そし
て、必要な場合は、覚書きの締結等により調整することにより、被雇用者消防団員の活
動環境を整備する。
　�　なお、既に消防団と事業所の協力体制が築かれている場合においては、その関係を継
続的に維持・発展させていくように努める。

⑵　事業所との新たな協力関係の構築
　　～　消防団と事業所との連携強化策について　～
　�　大規模災害発生時において、事業所が有する重機等の防災資機材の提供と併せて、資
機材の操縦技術を有する従業員が機能別団員となり、事業所が社会責任及び社会貢献の
一つと捉え、地域防災活動に協力してもらえる関係を構築する。

⑶　事業所における防災知識・技術に関するストックの活用
　　～　危機管理アドバイザー消防団員について　～
　�　大規模災害、特殊災害については、消防職員や消防団員の知識・技術だけでは、迅速
かつ的確な意思決定や災害応急対策の実施が難しくなっているのが現状である。そのた
め、事業所や大学機関等の専門機関の研修者、学識経験者等に機能別団員になってもら
うことにより、防災対策に関する助言（アドバイス）等を専門家から受け、迅速かつ的
確な意思決定や災害応急対策が実施できる関係を構築する。

⑷　消防団活動への協力が社会責任及び社会貢献として捉えられる環境づくり
　　～　消防団協力事業所について　～
　�　事業所が消防団活動に協力することが「地域防災活動」につながり、社会責任及び社
会貢献として認められ、なおかつ、事業所の信頼性の向上につながる環境を整備する。
　�　そこで、「消防団協力事業所表示制度に関する検討会」の検討結果を踏まえ、平成
１８年１１月２９日付け消防災第４２７号により、各都道府県知事及び各指定都市市長
あてに、『「消防団協力事業所表示制度」の実施について』を通知した。
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「消防団協力事業所表示制度」表示マーク

総務省消防庁が交付する表示証
（ゴールドプレート）

市町村等が交付する表示証
（シルバープレート）

消防団協力事業所表示制度イメージ図

運用開始　
　⑴　総務省消防庁　平成１９年１月１日から
　⑵　市町村等　　　市町村等が定める日から

表示マークのコンセプト

事業所の消防団への協力を消防団員と事業

所の従業員をイメージした輪の連結で力強く表

現し、また、ハート型は地域を思う心をあわせて

表現しています。

表示マークのコンセプト

事業所の消防団への協力を消防団員と事業

所の従業員をイメージした輪の連結で力強く表

現し、また、ハート型は地域を思う心をあわせて

表現しています。



消
防
団
の
現
状
と
充
実
強
化
方
策

第
Ⅱ
章

41

一般向け 女性向け

消防団員募集ポスター

消防団員募集リーフレット
（一般向け・女性向け・学生・企業向けの４種類）

消防団ホームページ
http://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/

学生向け

３　総務省消防庁の取組み
⑴　これまで継続している取組み
　①　消防団活動のＰＲ
　　�　啓発ポスター・リーフレット・消防団ＰＲビデオのホームページ掲載、ＰＲパネル

貸与、ホームページの運用、インターネットバナー広告、雑誌等を活用した広報

一般向け

（表）

（裏）

女性向け

（表）

（裏）

学生向け

（表）

（裏）

企業向け

（表）

（裏）
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　②　消防団等地域活動表彰（消防庁長官表彰）の実施（平成１６年度～）
　　�　「平常時の活動により、地域防災力の向上に寄与している消防団であって、地域住

民の安全の保持、向上に顕著な功績があり、全国の模範となる消防団又は団員確保に
ついて特に力を入れている消防団」及び「消防団活動に特に深い理解や協力を示し、
消防団員である従業員を雇用しているなどの事業所」等に対し、都道府県の推薦を経
て、消防庁長官が表彰している。

　③　全国消防団員意見発表会の実施（平成１４年度～）
　　�　各地で活躍する若手・中堅団員に消防団活動に関する課題等について意見発表の機

会を設け、これを全国に紹介することにより、消防団活動の一層の活性化を図る事を
目的としている。

　④　団員確保等に係る地方公共団体への主な通知
　　�　令和元年１２月１３日付けで、消防庁長官名で「消防団を中核とした地域防災力の

充実強化に向けた重点取組事項について」を発出している。
　⑤　団員確保等に係る地方公共団体への直接の働きかけ
　⑥　インターネットによる防災教育（ｅ－カレッジ）の実施（平成１６年２月～）
　⑦�　消防団等充実強化アドバイザー派遣制度（平成１９年４月～）
　　�　消防団の充実強化等に関する豊富な知識や経験を有する消防職団員等を、消防団等

充実強化アドバイザーとして地方公共団体等に派遣し、地域の実情にあった消防団へ
の加入促進、消防団の充実強化等のための具体的な助言や情報提供等を行うことで、
消防団員を確保し、地域の安心・安全を推進することを目的としている。

　⑧　消防団員入団促進キャンペーン（平成１８年１月～）
　　�　退団者が多くなる年度末の時期において、新たな消防団員を確保するために、１月

から３月の期間を「消防団員入団促進キャンペーン」として位置づけ、各自治体への
入団促進に係る通知の発出、ポスター・リーフレット・映像の作成・配布、消防庁ホー
ムページの運用及び新聞・雑誌広告による広報などを実施し、団員の一層の入団促進
を図る。

　⑨　�全国消防イメージキャラクター（平成２０年１月～）
　　�　自治体消防６０周年を記念して、全国

消防イメージキャラクターを決定。
　　�　愛称は、１万件を超える応募の中から

選ばれ、『消太』と名付けられた。

⑵�　「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」（平成２５年法律第１１０
号。以下「消防団等充実強化法」という。）の施行に関連し消防庁が実施した消防団へ
の加入促進、活性化対策
　①　消防団への加入促進
　　ア　総務大臣書簡の発出
　　　�　平成２５年１１月８日、平成２６年４月２５日、平成２７年２月１３日、平成

３０年１月１９日及び平成３１年４月２６日の５度にわたり、総務大臣から全ての

 

※「消太」消防団バージョン（3月7日が誕生日）
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都道府県知事及び市区町村長あてに、書簡を送付し、地方公務員等をはじめとした
消防団員確保に向けた一層の取組のほか、消防団員の処遇改善などについて依頼し
た。

　　イ　事業所の協力
　　　�　被雇用者団員の増加に伴い、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と

協力を得ることが不可欠であるため、平成１８年度から導入を促進している「消防
団協力事業所表示制度」の普及及び自治体による事業所への支援策の導入促進を
図っている。

　　　�　特別の休暇制度を設けるなど勤務時間中の消防団活動に便宜を図ったり、従業員
の入団を積極的に推進する等の協力は、地域の防災体制の充実強化に資すると同時
に、事業所が地域社会の構成員として防災に貢献する取組であり、当該事業所の信
頼の向上につながるものである。

　　　�　総務省消防庁では、従業員が消防団員に多数加入する消防団協力事業所に対する
感謝状の授与、総務大臣と経済団体等との意見交換会を実施するなどの取組みを
行ってきている。また、郵便局に対しても、日本郵政株式会社や地方公共団体を通
じて、加入促進を働きかけているところである。

　　ウ　大学等の協力
　　　�　平成２５年１２月１９日には、文部科学省と連携し、大学等に対し、消防団活動

のための適切な修学上の配慮等を依頼した。
　　　�　また、平成２８年１１月２８日には、文部科学省及び各国公私立大学長あてに、

大学生の消防団への加入促進等についての通知を発出するなど、学生の消防団活動
への一層の理解促進や学生が消防団活動に参加しやすい環境づくりについて、働き
かけを行った。

　　　�　加えて、消防団加入促進キャンペーンの実施に併せて、大学内向けデジタルサイ
ネージよる消防団員募集広告の掲示やポスターの配布等により、学生への理解促進
を図っている。

　　エ　消防団員となる公務員の兼職の認め・職務専念義務の免除
　　　�　消防団等充実強化法第１０条において、公務員の消防団員との兼職に関する特例

規定が設けられ、「公務員から消防団員と兼職することを認めるよう求められた場
合、任命権者は職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければな
らない」とされた。また、職務専念義務の免除について、国及び地方公共団体は、
消防団の活動の充実強化を図る観点から、柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、
必要な措置を講ずるものとされた。

　　　�　国家公務員については、消防団等充実強化法第１０条第１項の規定による「国家
公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令」（平成２６
年政令第２０６号）等が制定され、消防庁は各府省庁に対し、特例規定の適切な運
用及び国家公務員の消防団への加入促進について働きかけた。

　　　�　また、地方公共団体に対し、地方公務員についても、国家公務員制度における取
扱いを踏まえた適切な対応を求めるとともに、消防団への加入促進について働きか
けた。

　　オ　機能別団員制度・機能別分団制度等の導入
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　　　�　市町村が、全ての災害・訓練に出動する消防団員を基本としつつ、地域の実情に
応じて消防団の組織・体制を整備することができるよう、市町村において以下に記
載する制度の選択を可能とする方策を講じている。

　　 （ア）機能別団員制度
　　　　　入団時に決めた特定の活動・役割に参加する制度である。
　　 （イ）機能別分団制度
　　　　�　特定の活動・役割を実施する分団・部を設置し、所属する消防団員が当該活動

を実施する制度である。
　　カ　総務大臣からの感謝状の授与
　　　�　消防団員数が相当数増加した消防団等に対し、総務大臣から感謝状を授与してい

る。
　　キ　地域防災力充実強化大会
　　　�　福岡県において地域防災力充実強化大会を開催
　　　�　地域防災力充実強化大会 in 福岡 2019
　　　�　令和元年１０月２５日（金）アルモニーサンク北九州ソレイユホール（北九州市）
　　ク　地域防災力向上シンポジウム
　　　�　山梨県・新潟県・徳島県において地域防災力向上シンポジウムを開催
　　　�　令和元年１１月２５日（月）地域防災力向上シンポジウム in 山梨 2019
　　　�　令和元年１２月　８日（日）地域防災力向上シンポジウム in 新潟 2019
　　　�　令和２年　１月１６日（木）地域防災力向上シンポジウム in 徳島 2020
　②　消防団員の処遇の改善
　　ア　退職報償金の引上げ
　　　�　平成２６年４月１日、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行

令の一部を改正する政令」（平成２６年政令第５６号）の施行に伴い、消防団員に
支給される退職報償金を全階級一律５万円（最低支給額２０万円）の引上げを行っ
た。

　　イ　報酬及び出動手当の引上げ
　　　�　消防団員の年額報酬及び出動手当について、活動に応じた適切な支給を地方公共

団体に働きかけるとともに、特に支給額の低い市町村に対し引上げを要請した。
　　　�　その結果、無報酬団体については、平成２７年度中に解消された。
　③　装備の充実強化
　　ア　装備の基準の改正
　　　�　東日本大震災等の教訓を踏まえ、「消防団の装備の基準」を改正し、ライフジャケッ

ト等の安全確保のための装備や救助活動用資機材の充実を図るとともに、平成２６
年度に地方交付税措置を大幅に拡充した。

　　イ　救助用資機材等の整備を促進するための国庫補助制度の創設
　　　�　消防団の救助能力の向上を図るため、平成３０年１２月１４日に閣議決定され　

た「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」として、「消防団設備整備
費補助金（消防団救助能力向上資機材緊急整備事業）」を臨時特例的に創設した。
平成３０年度補正予算及び令和元年度当初予算において、それぞれ所要額を措置し
たところであり、これによって、対象資機材（ＡＥＤ、油圧切断機、エンジンカッ
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ター、チェーンソー、ジャッキ、トランシーバー）の整備を促進している。
　　　�　なお、令和元年台風第１５号や台風第１９号等における消防団の活動状況等を踏

まえ、令和元年度及び令和２年度当初予算案において、発電機やボート、投光器等
を新たに対象資機材に追加することとしている。

　　ウ　救助資機材搭載型消防ポンプ自動車の配備
　　　�　平成３０年度補正予算及び令和元年度当初予算等により、消防団に対し、救助用

資機材等を搭載した消防ポンプ自動車等を配備し、訓練を支援している。
　　エ　情報収集活動用資機材及び小型動力ポンプの配備
　　　�　平成２９年度から令和元年度までの各年度当初予算により、消防学校に対し、災

害現場の状況を速やかに把握するための情報収集活動用資機材（オフロードバイク、
ドローン）や、女性・若者も扱いやすい小型動力ポンプを配備し、訓練を支援して
いる。

　　オ　消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備
　　　�　各市町村が消防団拠点施設や地域防災拠点施設において標準的に備えることが必

要な施設・機能（研修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・トイレ等）に
ついて、地方財政措置等を活用しながら整備することを促進している。

　④　教育訓練の充実・標準化
　　�　平成２６年３月２８日、「消防学校の教育訓練の基準」を改正し、分団長等の現場

の指揮を行う者に対し、火災時の延焼拡大防止措置や倒壊家屋からの救助、避難誘導、
地域防災指導等の災害の種別ごとに、安全管理を含めた実践的な知識及び技術を習得
するため、消防団員に対する幹部教育のうち、中級幹部科を指揮幹部科（現場指揮課
程及び分団指揮課程）として拡充強化した。

　　�　さらに、現場指揮課程教育用ＤＶＤ及び冊子を作成し、全国の消防学校等に配布し
た。これらの教材は消防庁ホームページにも掲載している。

　　�　また、消防学校に対し、救助資機材を搭載した消防ポンプ車両を計画的に無償貸付
し、消防学校での訓練成果に基づき新しい基準の検証をすることとしている。

　　�　（ｅ－カレッジ：http://open.fdma.go.jp/e-college/）
　⑤　【白書より】消防団員の確保・充実に向けた更なる取組
　　　　　　　　 ～「消防団員の確保方策等に関する検討会」の開催～　
　　�　多様化・増加する消防団の役割に対応するためには消防団員の確保等が必要となる

ことから、消防庁では、平成２９年１０月に「消防団の確保方策等に関する検討会」
を開催した。４回にわたり、「大規模災害団員」の導入促進をはじめとする消防団の
役割の多様化への対応、多様な人材の活用に向けた工夫、消防団員の活動環境の整備
等について検討し、同検討会における報告書を取りまとめた。



消
防
団
の
現
状
と
充
実
強
化
方
策

第
Ⅱ
章

46

〇基本団員・・・・・�災害の防徐、被害軽減等に向けた活動のすべてを遂行する消防団員
をいう。

〇大規模災害団員・・�機能別団員の一種であり、大規模災害時に限定して出動し基本団員
だけでは対応できない活動や事業所等で所有する資機材を用いた活
動を行う消防団員をいう。

（１）地域防災力自己診断カルテの活用等による議論の創出等
⚫ 将来の地域人口等の見通しや災害発生のおそれ等を踏まえ、地域の方々と、将来の地域防災力に関する議論を行うことが必要。効果的に議論を進めることが

できるようにするため、「地域防災力自己診断カルテ」を活用。
（２）将来の地域防災力に関する議論を踏まえた市町村地域防災計画の一層の充実等

⚫ 市町村地域防災計画に地域防災力の充実強化に関する事項を定めていない市町村については、早急に定めるとともに、地区防災計画を定めた地区について、
早期に具体的事業計画を策定すること。

１．地域防災力の一層の充実強化に向けた議論の創出等

（１）消防団の充実強化に向けた定量的な目標の設定等
⚫ 将来の地域において消防団の果たす役割、機能に関する検討を早期に行い、消防団の体制についての定量的な目標を設定すること。
⚫ 消防団の充実強化に向けた中期的な計画の策定について検討すること。

（２）基本団員を中心とした消防団員の確保等
⚫ 基本団員の確保に計画的に取り組むとともに、 「大規模災害団員」を積極的に導入すること。消防団員の確保に当たっては入団促進に向けた取組と退団への対

策の両方を講じることが重要。
（３）多様な人材の活用

⚫ 女性、学生、被用者、公務員等、消防職団員ＯＢの消防団への参加を促すこと。消防団員に占める女性の割合等や、学生消防団活動認証制度及び消防団
協力事業所表示制度の導入割合について、全国的な目標（令和4年3月末日まで等）を設定。

（４）社会環境の変化等に伴う退団等への対応
⚫ 休団制度を積極的に活用することが有意義。その活用について、令和4年3月末日までに検討。
⚫ 定年年齢の引上げ、制度撤廃について条例改正その他必要な措置を検討。とりわけ60歳未満の定年制を導入している市町村においては、原則として、令和4

年3月末日までにその状況を解消。
⚫ 本業が多忙等の理由により退団が見込まれる者については、「大規模災害団員」等への移行や休団制度の活用等により、消防団活動を継続しやすい環境を整備。
⚫ 地方交付税単価（年額報酬36,500円、１回当たり出動手当7,000円）を踏まえ、年額報酬や出動手当を引上げ。特に年額報酬が１万円未満の市町村

においては、原則として、令和4年3月末日までに、その状況を解消するための引上げ。
（５）装備の改善

⚫ 消防団の装備の改善を集中的・計画的に進めること。

２．消防団の充実強化

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に向けた重点取組事項について」のポイント
（令和元年12月13日付消防庁長官通知）

21
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 北海道
消防団名 北留萌消防組合羽幌消防団
実団員数 １０８名〔うち女性団員０名〕
消防団事務局 〒０７８－４１０５

北海道苫前郡羽幌町南５条４丁目６番地�
北留萌消防組合消防署　庶務課庶務係
電話　０１６４－６２－１２４６
メールアドレス　fdhaboro@bz01.plala.or.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年９月１日（日）９時４０分～１２時００分
場　　　所：　羽幌町中央公民館（避難所）
目的・経緯：�　平成３０年西日本豪雨をはじめ、近年、全国各地で局地的豪雨の発生や大

雨に伴う大規模な土砂災害が多発している。当町においても、町内２河川に
挟まれている川北地域や福寿川沿い南側地域は、大雨により河川が氾濫し、
建物に浸水するおそれがあるほか、山沿いのため土砂災害警戒区域の指定
を受けている地域もある。
�　そのため、気象情報に基づく状況判断、住民への情報伝達、大雨時や土砂
災害危険区域の住民避難行動等の訓練を実施し、土砂災害に対する避難体
制の強化と防災意識の高揚を図る。

対　象　者：�　羽幌警察署・北留萌消防組合消防署・羽幌消防団・羽幌町日赤奉仕団・
防災ボランティア絆の会・緑町第一町内会防災組織

内　　　容：①�　【災害想定】羽幌町に大雨警報（浸水害・土砂災害）及び洪水警報が発表
されたとの想定。

②�　災害対策本部を設置し、緊急度に応じた避難情報を発令後、住民は避
難行動を開始する。

羽幌町防災訓練
（羽幌消防団秋季消防演習）
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活
　
動
　
内
　
容

③�　河川氾濫、一部堤防決壊により冠水した地域があり、消防署及び消防
団が排水作業を実施する。

④�　消防署職員によるAED取扱い、心肺蘇生法の指導、体験を実施する。

⑤�　日赤奉仕団と防災ボランティアが避難所で炊き出し訓練を実施し、
避難者へ配食する。
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 北海道
消防団名 富良野広域連合上富良野消防団
実団員数 ５５名〔うち女性団員０名〕
ＨＰアドレス http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/hp/shoubou/

syouboudan/1toppage.html
消防団事務局 〒０７１－０５９６

北海道空知郡上富良野町大町２丁目２番４６号�
富良野広域連合　上富良野消防署　消防係
電話　０１６７－４５－２１１９
メールアドレス　kamifu-syouboukakari@true.ocn.ne.jp

活
　
動
　
内
　
容

　活火山十勝岳の麓に位置している上富良野
町では、毎年２月の積雪期に十勝岳の噴火泥
流災害に備えた防災訓練を町が主体となり、
消防・警察・自衛隊他、約５０の災害対応機
関が合同で訓練を実施しています。
　上富良野消防団の訓練としては、避難指示
が発令された後に、避難をしていない人の確
認をする「未避難者確認活動」を行います。
　訓練では、避難地域を区分けして、それぞれ
に小隊を編成し、車両のスピーカーで避難広
報を行いながら、避難地域の住宅を一軒ずつ
回るローラー作戦により、未避難者がいない
かを確認していきます。また、各指定避難場所
に小隊長と情報連絡員を配置し、避難所担当
職員（役場職員）と避難状況などの情報共有化
を実施して、未避難者情報があれば通信機器
を用いて隊員に指示を送り、未避難者確認の
効率化を図ります。訓練にリアリティを持た
せるため、未避難者の中に避難拒否者を配置
して、避難をさせるための説得や、未避難者の
様々な要望を対処できるよう災害現場を想定
し、臨機応変な対応能力を身に付ける訓練内
容としています。

特
記
事
項

　本訓練はブラインド訓練で行うため、事前
に消防団定例訓練等で、防災訓練に備えてシ
ミレューション訓練を行い、疑義などを解決
してから本訓練に挑むことで訓練の精度を上
げています。以前は消防職員も合同で訓練を
実施していましたが、２年前から消防団のみ
で完結する訓練に変更し、実施しています。

十勝岳噴火総合防災訓練における
未避難者確認活動
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 岩手県
消防団名 盛岡市消防団
実団員数 １，１６５名〔うち女性団員８１名〕
ＨＰアドレス http://www.city.morioka.iwate.jp/
消防団事務局 〒０２０－００４５

岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目２７番５５号�
盛岡市役所　総務部危機管理防災課　消防対策室
電話　０１９－６２６－７４０４
メールアドレス　shoubou@city.morioka.iwate.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年１１月２日（土）
場　　　所：　盛岡市立高松小学校校庭
目的・経緯：�　盛岡市消防団では、４７機関、およそ２，０００人が参加し、７８項目もの

訓練を実施する盛岡市総合防災訓練において、消防団員によるドローンを
使用した上空偵察訓練を行いました。
　このドローンは、総務省消防庁の「企業・大学等との連携による女性・若
者等の消防団加入促進支援事業」にドローンを活用した消防団機能強化及
び加入促進を提案したところ、この提案が採択されたことにより今年度２
機の導入が実現しました。
　ドローンの導入にあわせて、消防団長直属の特別部隊として、「盛岡市消
防団航空支援隊」を発足させ、ドローンの訓練及び運用に取り組んでおりま
す。

特
記
事
項

　今回はドローンが納入されて間もない期間での訓練となったため、うまく飛行できる
か不安でしたが、無事成功することができてホッとしております。
　今後ドローンを活用して消防団の機能を強化するとともに、先進的な活動を住民にＰ
Ｒし、消防団員の加入促進にも繋げてまいります。

★

盛岡市総合防災訓練での
ドローンによる上空偵察訓練
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 宮城県
消防団名 大和町消防団
実団員数 ５４５名〔うち女性団員４３名〕
ＨＰアドレス https://www.town.taiwa.miyagi.jp/
消防団事務局 〒９８１－３６８０

宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１丁目１番地の１�
大和町総務課　危機対策室
電話　０２２－３４５－１１１２

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３０年１０月１４日（日）
場　　　所：　ふれあいの杜（大和町南部コミュニティセンター）
目的・経緯：�　大和町は、町土の約７割が森林に覆われた自然豊かな歴史あるまちですが、

近年では、仙台北部中核工業団地等への産業集積により、若い世代の定住者
が著しく増加し、東北圏域でも出生率が上位で、また人口増加率も全国第３
位と「若さと活力のある元気なまち」です。
　大和町では、人口増加に伴う新興団地内の防災意識が課題でしたが、平成
２３年の東日本大震災と平成２７年の関東・東北豪雨を経験し、自助・共
助の防災意識が高まり、新市街地からも多くの若い方が消防団員へ入団す
るなど活気に満ちています。
　上記の課題も踏まえ、新市街地での災害発災時の初動活動や地域で連携し
た減災対策など、防災に関する知識と技術の習得を目的に実施しました。

内　　　容：【訓練想定】
①宮城県沖　マグニチュード９．０　震度６弱の地震が発生
②�台風の影響により総雨量３００ｍｍ（２４時間雨量）の降雨により特別
警報発令

【訓練内容】
避難訓練、炊き出し訓練、応急処置訓練、初期消火訓練、水防訓練、放水訓練
等

★

人口増加率　全国３位の町！
新市街地で地域防災訓練を実施
～若さ・活力・元気のある消防団～
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活
　
動
　
内
　
容

そ　の　他：�　令和元年度現在、町内全
６２地区で自主防災組織が結
成され、また、この新市街地
で、消防団員の増加に伴い、新
たに班が新設され、小型動力
ポンプ付軽積載車を配備しま
した。
　町では、既成市街地と新市
街地が融合した、若さ・活力・
元気のある消防団の活躍に、

特
　
記
　
事
　
項

　大和町では、新市街地に防災機能を備えたコミュニティセンターを建設（上記訓練　実
施施設）し、その施設内に備蓄倉庫・マンホールトイレ・小型動力ポンプ付軽積載車を配
備し、また、既成市街地でも、自動車ポンプを更新する等、ソフト面とハード面の両側面か
ら防災力の充実を図っております。
　大和町消防団は昭和３０年に結成され、６０年以上の歴史があります。昔から消防団
は、有事の際の、町民がお互いに協力し合い、助け合えるための「架け橋」的な存在です。今
後も、更に大和町が、大きな和のまちになるよう「災害に強いまち」「安全なまち」を目指
していきたいと思います。
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 山形県
消防団名 最上町消防団
実団員数 ５１２名〔うち女性団員１０名〕
ＨＰアドレス http://mogami.tv/
消防団事務局 〒９９９－６１０１

山形県最上郡最上町大字向町６４４番地�
最上町役場　総務課　危機管理室危機管理係
電話　０２３３－４３－２１１１
メールアドレス　kikikanri@mogami.tv

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年９月１５日（日）
場　　　所：　最上町役場周辺
目的・経緯：�　最上町では、平成３０年８月に二度の集中豪

雨に見舞われ、二度の避難指示や道路の寸断な
ど、住民生活に大きな影響が出ました。また、豪
雨により土砂崩れなども発生しました。まさに
人的被害が発生しなかったのは不幸中の幸いで
あったと思います。その様なことから、これまで
火災防ぎょをメインに行ってきた消防団の訓練
を大幅に方針転換し、複合災害に対する対処能
力向上を目的に、総合防災訓練を実施しました。
　この訓練では『長雨が降り続く中、地震が発生
した。』との想定で行いました。

内　　　容：�　住民の避難誘導に始まり、土砂災害現場での
救助活動、大規模火災防ぎょ、水防、救援物資受
付、避難所開設、応急救護所設置など多くの訓練
に、消防団のみならず、広域消防、警察、自主防災
会など多くの関係機関から参加いただきまし
た。特に、土砂災害救助訓練では、消防、警察、町
建設業部会そして消防団と４者による現地本部
を立ち上げ、それらの団体が持っている資機材
などを投入し、土砂に埋まった車両や家屋から
要救助者を救助しました。
　実際の災害の際にも同じ現場で作業することになる４者による救助訓練
は２時間に及ぶ大変中身の濃い訓練となりました。

特
　
記
　
事
　
項

　多くの訓練で、消防団は中心的役割を果たし、大きな成果を得たと思います。また、多く
の住民の方からも今回の訓練を見学いただき、消防団の重要性について益々理解が深
まったものと思います。今回は町と災害時応援協定を締結している町建設業部会や広域
消防と応援協定を締結している県建設業協会最上支部の方々の全面的な支援により、訓
練用の土砂等を提供いただき、多くの予算を掛けずに実施することが出来ました。
　今後も、引き続きこのような訓練を実施していきたいと考えています。

★

多発する災害に対応する防災訓練
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 埼玉県
消防団名 上尾市消防団
実団員数 １２９名〔うち女性団員２名〕
ＨＰアドレス http://www.city.ageo.lg.jp/site/shoubou/
消防団事務局 〒３６２－００１３

埼玉県上尾市大字上尾村５３７番地�
上尾市消防本部　消防総務課
電話　０４８－７７５－１５００
メールアドレス　s581000@city.ageo.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年８月１８日（日）８時３０分から１１時００分まで
場　　　所：　上尾市東消防署屋外訓練場・上尾市西消防署屋外訓練場
目的・経緯：�　平成３０年１０月に当市にて締結された「大規模火災発生時の消火用水

搬送協力に関する協定書」を踏まえ、締結先の串橋建材株式会社と地域防災
の中核を担う消防団が、災害発生時相互に連携し災害活動が行えるよう訓
練を実施しました。

内　　　容：�　平成２８年１２月に新潟県糸魚川市において発生した火災を教訓に、当
消防団においても大規模火災活動の重要性を認識し、市内において大規模
火災が発生し、消防水利確保が困難と想定。消火用水の確保、搬送、補水（コ
ンクリートミキサー車を使用しての補水を実施）、長距離送水活動訓練を実
施しました。
　また、実災害を想定し訓練するため、訓練指令を付与。消防団現場指揮本
部を設置、初動の集結活動から訓練を開始し、部隊集結後は消防団が保有す
るデジタル簡易無線機を活用して現場統制を図り、有機的な部隊活動訓練
を実施することが出来ました。訓練終了後には、コンクリートミキサー車へ
の給水要領説明会も実施し、参加者への周知、技術の向上に努めました。
　今後も、いつ起こるか分からない未曾有の災害に対して立ち向かうため、
地域防災の中核を担う消防団として訓練を重ねて行きたいと思います。

コンクリートミキサー車を活用した
消火用水確保連携訓練

★
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 栃木県
消防団名 足利市消防団
実団員数 ５１５名〔うち女性団員１３名〕
ＨＰアドレス http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/syobou/
消防団事務局 〒３２６－０８０７

栃木県足利市大正町８６３番地�
足利市消防本部　消防総務課　消防防災担当
電話　０２８４－４１－３５５６
メールアドレス　s-soumu@city.ashikaga.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年５月１８日（土）
場　　　所：　栃木県足利市五十部町地先（渡良瀬川左岸）
内　　　容：�　本演習は、昭和２２年のカスリーン台風による未曽有の被害を教訓とし

て、昭和２７年に開催されて以降、出水期を迎えるこの時期に地域を守る水
防団（消防団）の士気の高揚、水防技術の向上及び後継者の育成による技術
継承並びに、各種訓練への参加により地域住民の防災意識を高めることで
水防体制に万全を期すことを目的に国・関東地方の１都６県・市が主催で
実施しているものです。開催地は栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉の５県が輪番
で対応しています。足利市としては４０年ぶりの開催となりました。
　演習は二部構成となっており、第一部「水防訓練」は河川増水という想定
の下、水防団による工法の準備や漏水、洗堀、越水及び決壊などの堤防の被
災に対応する水防工法の実働訓練や広報活動を行ったほか、防災関係機関
による河川巡視・情報収集訓練、洪水情報の配信訓練、地域住民による避難
訓練等を行いました。
　また第二部「救出・救護訓練」では、防災関係各機関の実動部隊が互いに
連携し、陸上、水上、空中からの救出・救護技術を披露しました。

第６８回利根川水系連合・
総合水防演習
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活
　
動
　
内
　
容

特
　
記
　
事
　
項

　演習当日は、当初の予想を大きく上回る来場者が会場内にあふれ、演習参加者約�
２，０００人と合わせて約１６，０００人が参加するという、大盛況にして大成功のうち
に閉幕となりました。その中にあって水防団員（消防団員）による迅速で力強い活動状況
が御来賓の皆様ほか来場者の目に止まり、数々の賛辞を頂いたほか、今年４月より制度を
開始した機能別消防団員のうち、女性団員による日本消防協会寄贈車両を用いての広報
活動を実施する姿や、大規模災害団員による重機を活用しての救出活動にあたる姿は、消
防団のＰＲに大きくつながったと感じています。



○○○○
○○○

消
防
団
活
動
事
例
〈
訓
練
・
災
害
活
動
〉

第
Ⅲ
章

58

○○○○
○○○
消防水利不足地域を想定した 
警防訓練 ★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 石川県
消防団名 穴水町消防団
実団員数 １５８名〔うち女性団員０名〕
消防団事務局 〒９２７－００５２

石川県鳳珠郡穴水町字平野トの１番地�
奥能登広域圏事務組合　穴水消防署
電話　０７６８－５２－２０１１
メールアドレス　anamizuf@p1.cnh.ne.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３１年３月２４日（日）
目的・経緯：�　消防職団員の連携を密にし、総

合的な消防力の強化と消防技術
の研鑽練磨に努め、地域住民の安
心・安全の確保に努めることを
目的としています。

内　　　容：�　座学による警防活動時の安全
管理、基本的な消防戦術、ポンプ
車の計器類の見方や摩擦損失等
を考慮した送水圧力の設定につ
いて学びました。
　次に、実働訓練で「消防水利不足地域において木造２階建ての住宅から出
火。」との訓練想定で、出動訓練及び遠距離中継送水訓練を実施しました。
　実際に消防団員間での無線交信、消防用ホース１０本延長及び送水圧力
の設定などを実践に近い形で実施し、穴水町消防団の充実強化を図ること
ができました。

特
　
記
　
事
　
項

　消防団員は、災害時での活動を再確認し緊張感を持って訓練に参加していました。訓練
中はどのような活動を行えば安全、確実、迅速に実施することができるかを考え、とても
有意義な訓練となりました。
　今後も多様化する災害に合わせ訓練内容の見直しを毎年行い、いつ襲ってくるかわか
らない災害に対して、住民の安心・安全を守っていく努力を、より一層続けていきたいと
考えています。
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★
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概 

要

都道府県名 富山県
消防団名 黒部市消防団
実団員数 ４５７名〔うち女性団員１７名〕
ＨＰアドレス http://www.city.kurobe.toyama.jp
消防団事務局 〒９３８－００１４

富山県黒部市植木７６１番地１�
新川地域消防組合　黒部消防署　総務課　管理係
電話　０７６５－５４－０１１９
メールアドレス　kurobe@niikawa119.jp

活
　
動
　
内
　
容

　黒部市消防団がある黒部市は富山県東部に位置し、北には「天然のいけす」とよばれる
富山湾が、南には立山連峰をはじめとする中部山岳国立公園が広がっており、３，０００
メートル級の山岳に源を発し日本海にそそぐ黒部川によって形成された扇角約６０度の
きれいな扇状地にあり、海・山・川に恵まれた自然豊かな地域です。黒部市消防団は１本
部17分団（内女性分団１分団）で構成されています。
　この豊かな自然が故、土砂災害・水災害が起きる可能性があり、実際に土砂災害で避難
準備・高齢者等避難開始が発令された過去がありました。
　そこで、平成２８年度から山岳部を管轄する６分団管内の地域住民を対象に冬場の時
期を使い、各地区の土砂災害危険箇所、水災害危険箇所、倒壊の恐れがある箇所、要配慮者
（傷病者、高齢者、妊婦、乳幼児、障害者、外国人、旅
行者）などを図上に書き、どこにどのような危険
があるのか、実際の災害が起こった時どこから避
難する事ができるのか、どこに避難所があるのか
を住民一人一人に知ってもらうことを目的に消
防団・消防署・各地区自治振興会・警察・市役
所と連携し、いつ起きてもおかしくない、いつ起
きても冷静に行動し住民同士で助け合うために
災害図上訓練を実施しています。

特
　
記
　
事
　
項

　消防団・消防署・警察・市役所それぞれの役割を把握し合い、「顔の見える関係」をこ
れからも築いていきます。今後は、図上訓練での教訓を、春夏に行われる自主防災訓練に
活かしていき、この防災活動や訓練を通じてさらに地域の防災活動を積極的に行ってい
きたいです。

「自助・共助・公助」
顔の見える関係を築くため
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要

都道府県名 長崎県
消防団名 島原市消防団
実団員数 ６２４名〔うち女性団員１０名〕
消防団事務局 〒８５５－００３３

長崎県島原市新馬場町８７２番地２�
島原消防署３階　島原市消防団本部
電話　０９５７－６２－４６０７
メールアドレス　fvf@city.shimabara.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年７月１４日（日）
場　　　所：　島原市われん川流域（島原市鎌田町）
目的・経緯：�　近年、全国的に大規模災害が頻発する中、消防団員の災害対応力の向上を

図るため、地震災害を想定した倒壊家屋からの救助訓練を実施した。
対　　　象：　島原市消防団全団員
内　　　容：【想　　定】�地震災害で倒壊した家屋から要救助者を発見。各分団に配備し

ている災害時資器材を活用し、発見者が１人で救助を開始。救助
活動を行いながら、付近の団員や住民に協力を要請し救助を完
了する。

【使用器材】�バール、スコップ、クリッパー、ロープ、ノコギリ、ジャッキ敷板、
ジャッキ（消防車積載品を使用）

※災害時に使用が見込まれる、比較的容易に扱うことのできる上記の
道具を「災害時資器材」として、各分団へ今年度配布した。
【救助方法】�①ジャッキとかませ木を利用し家屋を上昇させ、進入路を確保。�

②ワイヤーをクリッパーで切断。�
③障害物となる柱を、ロープを使い巻結びで結索し屋外へ搬出。�
④要救助者をもやい結びで結索し屋外へ救出。

特
　
記
　
事
　
項

　普段使う機会の少ない資器材を、慣れない手つきで使用する団員も多かったが、今回の
訓練を経て基本的な使用方法を習得できた。倒壊家屋からの救助方法は、チェーンソーを
使用し屋根部分から進入する方法などいくつも考えられる。今回の訓練で行った方法も
一つの例であり、災害現場では状況に合わせた対応が必要であることを確認した。
　今回の訓練で使用した倒壊家屋に見立てた模擬家屋は、建築関係に勤務する本部団員の
協力で作成した。家屋内の状況が見やすいよう屋根を一部外した構造とした。

地震災害を想定した
倒壊家屋からの救助訓練

① ② ③ ④
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地震・津波避難訓練
★

消 
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要

都道府県名 宮崎県
消防団名 延岡市消防団
実団員数 １，８４１名〔うち女性団員４８名〕
ＨＰアドレス http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp
消防団事務局 〒８８２－０８０２

宮崎県延岡市野地町５丁目２７６１番地�
延岡市消防本部　総務課　消防団係
電話　０９８２－２２－７１０４
メールアドレス　syouboh@city.nobeoka.miyazaki.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３０年１１月１８日（日）８：３０～９：１５
場　　　所：　長浜地区
訓 練 拠 点：�　延岡総合文化センター、延岡市清掃工場、ヘルストピア延岡、延岡市医師

会病院、延岡市医師会延岡看護専門学校、恒富東デイサービス、延岡リハビ
リテーション病院、長浜津波避難タワー　※津波避難訓練での津波避難場
所

対　　　象：�　長浜地区内の住民、延岡市消防本部、延岡市消防団、宮崎県延岡警察署、上
記訓練拠点職員及び従業員、施設利用者、延岡市危機管理室、九州保健福祉
大学学生

主　　　催：　内閣府、延岡市（共催：宮崎県）
目的・経緯：�　宮崎県延岡市は太平洋に面していることから、日本列島周辺だけでなく、

環太平洋地域で起こった地震により発生した津波に襲われるリスクにさら
されています。
　特に国が平成２４年８月に発表した「南海トラフ巨大地震の被害想定」及
び宮崎県が平成２５年２月に発表した「新たな津波浸水想定」では、延岡市
域においても最大震度６強以上の揺れが予測され、巨大な津波が３０分前
後で沿岸部に到達すると示されています。また、延岡市は少子高齢化が進ん
でおり、自力での避難が難しい避難行動要支援者の増加が懸念され、災害時
に地域で一人でも多くの命を救うためには、地震・津波・風水害等各種災
害の特性や各自に求められる行動を市民それぞれが確実に理解し、習得の
上、消防団を中心に地域ぐるみで日頃からの災害時の行動を話し合い、お互
いの立場を理解しておくことが不可欠です。
　今回の訓練は、地震発生時の身体防御と、市からの防災サイレン吹鳴、防
災行政無線、緊急速報メール、消防団による広報活動、津波到達からの高い
場所への避難の一連行動を市内沿岸部において、指定緊急避難場所（避難ビ
ル等）管理者の協力の下に実動形式で実践し、施設職員・参加者の現状把握、
課題発見を行うことで、自助・共助の防災意識の向上を図ることを主な目
的として行いました。



消
防
団
活
動
事
例
〈
訓
練
・
災
害
活
動
〉

第
Ⅲ
章

62

活
　
動
　
内
　
容

内　　　容：①シェイクアウト訓練
　長浜地区居住の市民、各訓練拠点の職員は、その時点での居場所におい
て、家具等の転倒や落下物等から自分の身を守るため「低い姿勢」「頭を守
る」「動かない」の安全行動を実施しました。
②津波避難訓練
　シェイクアウト訓練後に地区内の市民等は、最寄りの指定緊急避難場所
への避難を実施し、避難する際には、避難行動要支援者への避難支援（リヤ
カーの利用、呼びかけ）を実施しました。
　また、市から要請のあった消防団は広報活動や避難誘導、海面監視、水門
閉鎖等を実施し、海面広報活動後は、消防団も最寄りの指定緊急避難場所
へ緊急退避を行いました。

特
　
記
　
事
　
項

　今後も地域全体で定期的に訓練を行うことにより、自助・共助の防災意識を高めてい
けると思いました。また、避難タワーで身体の不自由な避難行動要支援者を上階に避難さ
せるのに苦慮したことなど、より実践的な訓練をしたことにより見えてきた課題もあり、
今後に活かせる訓練となりました。
　消防団としてそれぞれの役割を今回の訓練を通して再認識することができました。
　災害時のシミュレーションとして各団員の動きを把握することができ、実際の有事に
おける対策や問題点を確認することができました。（車載マイクの能力・効果的広報の
方法・部単位での活動指針・避難プロセス等）また、無線機の能力、ネット回線（ＬＩＮＥ
メールでの情報共有）の有効性を再確認することができましたが、課題として災害時連絡
体制の充実強化・行政から市民への情報の共有体制の構築の必要性があることも判りま
した。（行政のＬＩＮＥ公式アカウントの取得等）
　今後は、若年層（小・中・高校生）も積極的に訓練へ参加し、危機意識を持ち、有事の際
には自分の命はもとより、避難行動要支援者へのサポート等ができるような取り組みを
学校教育に通じ、市全体として行うべきだと感じました。
　さらに老若男女問わず、共通認識のもと、自分の立場、おかれている状況を考慮した上
での行動を起こせるように、定期的な訓練とシミュレーションをしていく必要性を感じ
ました。
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★

幼年消防防火クラブと女性消防団で
ぼうさいダック

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 北海道
消防団名 本別消防団
実団員数 ９１名〔うち女性団員６名〕
消防団事務局 〒０８９－３３３４

北海道中川郡本別町北２丁目４番地１�
本別消防署消防課　消防係担当
電話　０１５６－２２－２００７
メールアドレス　syobouk@town.honbetsu.hokkaido.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年９月２６日（木）１時間程度
場　　　所：　本別町南３丁目１６番地４（幼保連携型認定こども園ほんべつ）
目的・経緯：�　女性消防団の幼児防火教育の一環として、幼年消防防火クラブの子ども

たちの防火意識を芽生えさせることを目的としています。
費　用　等：　１，０００円（ぼうさいダック購入代）
内　　　容：�　女性消防団員を中心とし、幼年消防防火クラブの子どもたちに挨拶や防

災・日常の危険から身を守る
ことを学ぶカードゲームであ
る「ぼうさいダック」を行い、
安心安全の最初の一歩を実際
に身体を動かし声をだして遊
びながら学ぶことができまし
た。

※ぼうさいダック：�　子どもたちが掲げた
危険カード（地震、火事
等）を見て、正しい行動
（ポーズ）を判断しても
らうゲーム

特
記
事
項

・身体を動かし声を出して行うので、幼児も団員もお互いに楽しみながら行うことができた。
・幼児同士がぶつかったりしないよう、安全には気をつける必要がある。
・長時間の活動は幼児の集中力がもたない。
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 大阪府
消防団名 東大阪市消防団
実団員数 ５３１名〔うち女性団員１１名〕
ＨＰアドレス http://www.city.higashiosaka.lg.jp/hfd119/index.html 
消防団事務局 〒５７８－０９２５

大阪府東大阪市稲葉一丁目１番９号�
東大阪市消防局　総務部総務課　消防団担当
電話　０７２－９６６－９６６０
メールアドレス　shobosomu@city.higashiosaka.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年７月３日（水）、７月１６日（火）
場　　　所：　【第１１分団】森河内小学校（7/3）、【第１分団】孔舎衙小学校（7/16）
目的・経緯：�　毎年、各市内の小学校に対し「くらしを守る消防のしくみ」について、防災

教育を実施しています。
対　　　象：　市内各小学校４年生
内　　　容：�　第１１分団では、子供達が屯所に来所し、防災教育を行いました。まず、屋

内で消防団の仕事や資機材等の説明を行い、その後、屋外に出て実際の資機
材や消防車両の見学、ホースの運搬や作業の厳しさを体験した後、屯所の横
にある河川を利用し、放水体
験を行いました。放水体験で
は、子供達の興奮がピークに
なり、中々筒先を離さない子
供もいました。そして、最後に
は子供達が手書きで作成して
くたポスターを掲示板に貼る
と、目頭を熱くする団員もい
ました。

消火栓等の説明を受ける子供達

○○○○
○○○
頑張れ！未来の消防団員達！

「地域の防災は未来の僕たち、
私たちに任せろ」

放水体験をする子供達 ポスターが貼られた掲示板



第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
防
災
教
育
〉

第
Ⅲ
章

65

活
　
動
　
内
　
容

　また、第１分団では、小学校の校庭に消防車両を乗り入れ、防災教育を行
いました。まず、子供達からの疑問や質問に全て答えた後、消防車の機能や
資機材の説明、防火衣の着装体験、女性消防団員による心肺蘇生法の指導な
ど体験型の学習を行いまし
た。このような体験が初めて
の子供たちは、興奮と驚きの
連続で、終始、楽しい様子で積
極的に体験していました。
　「大きくなったら消防団員
になりたい。」という声を聞い
た団員は、うれしさで体に力
が入り、汗だくになるほど熱
い指導になりました。

特
記
事
項

　この様に地域密着型の消防団として、小学生に対し防災教育ができる環境は、お互いに
顔の見える関係となるため、地域の消防団活動において非常に良く、防災力の充実にもつ
ながります。毎年恒例の防災教育とはいえ、消防団を知らない子供達には、いろいろと
知っていただく良い機会ではあると思いますので、今後も防災教育を続け、地域の防災の
活性化につなげていきたいと思います。

防火衣を着装する子供達

消防車両を見学する子供達 心肺蘇生法を体験する子供達
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○○○○
○○○ ★
わくわく消防教室

「子供目線の防火・防災教室」

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 大分県
消防団名 大分市消防団
実団員数 ２１７５名〔うち女性団員２３名〕
消防団事務局 〒８７０－００４４

大分県大分市舞鶴町１丁目１番１号�
大分市消防局　総務課　消防団担当班
電話　０９７－５３２－２１８８
メールアドレス　shobosoumu2@city.oita.oita.jp

活
　
動
　
内
　
容

　当市では地域防災力の強化を図るためには将来の地域を担う子どもたちに向けた防災
教育が重要であると捉えており、幼稚園での教育課程にあわせて、消防団員が何らかの形
で携わり続けることで、将来の地域防災を担う人材の育成だけでなく、消防団に入団しや
すい社会の雰囲気を醸成できると考えています。
　「わくわく消防教室」は、本部付の女性分団員が主体となって行う幼稚園を対象とした
プログラムで、防火防災の紙芝居をはじめ、クイズや防災ダックを活用して楽しく防火と
防災を学べるものとしています。また、教室の後半には地域を管轄する消防団もしくは消
防署が車両展示を行い、子ども用法被や防火衣を着て記念撮影を行うことで、子ども達に
消防を身近に感じてもらうだけでなく、写真を通じて子ども達の家族にも興味を持って
いただくことを狙いとしています。

「女性分団による防災クイズ・紙芝居」

「子供用の法被を着て記念撮影」
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企業・団体と連携した
消防団員募集事業

★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 宮城県
消防団名 多賀城市消防団
実団員数 １５９名〔うち女性団員０名〕
ＨＰアドレス http://www.city.tagajo.miyagi.jp
消防団事務局 〒９８５－８５３１

宮城県多賀城市中央二丁目１番１号�
多賀城市役所　総務部交通防災課　消防防災係
電話　０２２－３６８－１１４１
メールアドレス　bosai@city.tagajo.miyagi.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３０年９月２３日（日）午前１０時から正午まで
場　　　所：�　宮城県多賀城市町前２丁目７－３１�

　（コジマ×ビックカメラ　多賀城店敷地）
目的・経緯：　多賀城市消防団のＰＲ・団員募集活動。

　民間企業の間で展示イベント企画の話が持ち上がり、イベントスペース
にて自治体、商工会、地元企業等でそれぞれ事業のＰＲを行えることとな
り、多賀城市においても消防団員募集の企画を催行した。

対　　　象：　来場者
内　　　容：　ポンプ車の展覧、水消火器の放水、募集チラシ配り

【人員】多賀城市消防団　９名
【用具】�ポンプ車、消防団員募集のぼり一式、水消火器、標的、�

募集チラシ２００枚

特
　
記
　
事
　
項

　一般の方は消防職員と消防団員との区別がつきにくい部分があり、消防団員の活動を
来場した方に広報・ＰＲできたように思えます。募集活動の成果はありませんでしたが、
今後もこのようなイベント行事があれば積極的に活動を行っていく方針です。
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 神奈川県
消防団名 二宮町消防団
実団員数 ７６名〔うち女性団員０名〕
ＨＰアドレス http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp
消防団事務局 〒２５９－０１３１

神奈川県中郡二宮町中里７１１番地１�
消防本部消防課　庶務班
電話　０４６３－７２－００１５
メールアドレス　firedept@town.ninomiya.kanagawa.jp

活
　
動
　
内
　
容

　二宮町消防団では、広報紙『Fire Press』を毎年１回発行し、二宮町全地域へ回覧すると
ともに、二宮町消防団５分団へ配布しています。消防団員の諸先輩方や新入団員からの団
活動を通しての体験や思いを顔写真と併せて掲載することで、消防団活動を通して得ら
れる魅力を広報することを目的としています。
　『Fire Press』は、平成３１年度で１７号の発行となりますが、当消防団の広報紙は、団長
自ら取材を行うなどして作成しています。団長自ら各分団及び団員との調整を行うこと
で、各団で行われている活動や団員の声を見聞きすることで、毎年一味違った魅力ある広
報紙へと形を変えています。
　町内で開催されるイベント等での配布を通して、地域防災力の向上と身近な魅力ある
消防団活動をＰＲし、団員の加入促進につなげて行きたいと考えています。

二宮町消防団「広報紙」

★
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 群馬県
消防団名 川場村消防団
実団員数 １３９名〔うち女性団員０名〕
消防団事務局 〒３７８－０１０１

群馬県利根郡川場村大字谷地２３９０番地２�
川場村役場　総務課　総務係
電話　０２７８－５２－２１１１

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年９月８日（日）
場　　　所：　川場村立川場中学校　校庭
目的・経緯：�　毎年、本村の秋の恒例行事、村民中学校体育祭で「消防団リレー」を実施し

ています。目的は、日頃の消防団活動の成果のお披露目や幅広い年齢層が参
加する体育祭内で消防団を身近な存在として感じていただくため等です。
　未来の消防団員候補がたくさん居る中で「うちのお父さんカッコイイ」、
「お隣の兄ちゃん足速いね」など、「将来は自分も」と、自然と地域をリードし
ていける自覚が芽生え、長期的な団員確保へと繋がっています。また、地区対
抗の採点競技となっているため、真剣勝負が体育祭を盛り上げています。

対　　　象：　消防団員（各地区４人１組の１チーム計８チーム参加）
内　　　容：�　競技は、１周２００メートルのコースを第１走者から第４走者までの４

人１チームで行うリレー競技です。
　競技内容は、保安帽や消防ホースをバトンとし、基本動作であるホースの
延長や二重巻きホースの作成（ホース巻き器使用）、そして、最後は作成した
二重巻きホースを担いでゴールするという、消防操法の巧みさと早さを競
います。

特
記
事
項

　すぐに効果がでるものではありませんが、消防団員の裾野を広げ、消防団員の活動を村
民に知ってもらう取組みとして、非常に効果があったと感じています。今後も、定期的に
実施し、村民への広報活動を行っていきたいと思います。

地域住民等への広報・ＰＲ活動
（川場村民中学校体育祭：消防団リレー）
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 岐阜県
消防団名 海津市消防団
実団員数 ３７６名〔うち女性団員０名〕
ＨＰアドレス http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/relief-safety/ 

fire-fighting/fire-brigade/
消防団事務局 〒５０３－０６５５

岐阜県海津市海津町福岡４６０番地２�
海津市消防本部　消防課
電話　０５８４－５３－０１１９
メールアドレス　kaizu119@city.kaizu.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３１年１月６日（日）
場　　　所：　市内商店街、海津市役所
目的・経緯：�　海津市消防団では、消防団の活動を地域住民や家族にＰＲできる機会を

増やし地域防災力の充実強化につなげていきたいと考えています。
内　　　容：�　平成３１年海津市消防出初式にて消防団員、消防車両と一緒に、市内の子

どもたち約６０人が市内商店街を「かしらー中」の号令とともに敬礼しなが
ら分列行進に参加しました。また、消防服に身を包んだ「ちびっこ消防隊」が
団員と一緒に一斉放水を行いました。
　子どもたちや家族にも消防団の活動を知ってもらうことができました。
また、消防団活動は家族の協力や理解があるからこそと、改めて団員が感謝
の気持ちを抱く機会になりました。

★

子どもたちと一緒に消防出初式
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都道府県名 京都府
消防団名 綾部市消防団
実団員数 ８３６名〔うち女性団員２３名〕
ＨＰアドレス http://www.city.ayabe.lg.jp/shobohonbu/
消防団事務局 〒６２３－００３１

京都府綾部市味方町アミダジ２０番地の１�
綾部市消防本部　管理課　消防団担当
電話　０７７３－４２－０１１９
メールアドレス　syobokanri@city.ayabe.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

発　足　日：　平成２９年１月５日（木）
目的・経緯：�　各種イベントや訓練時にラッパを吹鳴することにより、市民に対して消

防団活動への理解を深めていただき、より一層の防火・防災意識の高揚を
図ることを目的としています。

内　　　容：�　綾部市消防団では、平成２９年１月５日に「綾部市消防団ラッパ隊」を結成
しました。結成当初は隊員３人でしたが、現在では１１人（女性８人、男性３
人）で、毎月１～２回定期的にラッパ演奏、礼式などの訓練を行っています。
　また、毎年の出初式、団長点検や、消防団詰所の開所式にも参加しており、
特に今年度開催された京都府消防大会では、近隣市町村のラッパ隊と合同で
式典においてラッパを吹鳴し、大会を盛り上げました。
　さらに、消防団員確保に向け地域コミュニティＦＭラジオに出演し、消防
団の大切さ・魅力等をアピールするとともに、地元で開催されるイベント
等にも積極的に参加しており、今年度は、綾部市の一大イベントであります
「あやべ水無月まつり」の花火大会の開始を告げるファンファーレを吹き、
地域住民の防火・防災意識の普及、啓発に努めています。

ラッパ隊で綾部市消防団をＰＲ



消
防
団
活
動
事
例
〈
地
域
住
民
等
へ
の
広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動
〉

第
Ⅲ
章

72

消 

防 
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都道府県名 兵庫県
消防団名 川西市消防団
実団員数 ３８３名〔うち女性団員１８名〕
ＨＰアドレス https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/fire/shobodan/index.html
消防団事務局 〒６６６－００１７

兵庫県川西市火打１丁目１５番２３号
川西市消防本部総務課
電話　０７２－７５７－９９４５
メールアドレス　kawa0131@city.kawanishi.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

　川西市女性消防団である第１１分団（愛称：チェリーファイアー）は、平成５年８月に
結成、応急手当の普及や防火防災啓発などの活動を行っています。
　「火災や地震などの災害が発生したとき、身を守るにはどうすれば？」
　多くの人々に身を守る方法を
知ってもらうため効果的な方法を
検討した結果、覚えやすい歌詞に、
筋トレ効果もあるダンスを防火防
災啓発の新たな試みとして活用す
ることとし、結成２５年を迎えた
平成３０年度、「防災ソング」を作
成しました。
　所属団員の一人がスタジオを経
営していることから作成にご協力
を頂き、スタジオの生徒さんたち
と平成３１年１月の川西市消防出初式にて初披露。
　歌詞の中で繰り返し使われている「きっと、大丈夫！」というフレーズには、困難な状況
でも自分や周りの人々を励まそうという思いが込められています。

特
　
記
　
事
　
項

　以後、男性消防団員の協力を得て啓発動画を作成したり、市内のイベント時に参加者と
一緒に「防災ソング」を歌い踊るなど啓発活動を実施しています。
　これらの活動を通して、女性消防団の更なる活性化・女性消防団員の確保につながる
よう一層の研鑽に努めてまいります。

兵庫県女性消防団員活性化大会での発表 川西まつりでの防火防災啓発活動

「防災ソング」で防火防災啓発 ★
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都道府県名 滋賀県
消防団名 栗東市消防団
実団員数 １０５名〔うち女性団員１４名〕
ＨＰアドレス http://www.city.ritto.lg.jp/
消防団事務局 〒５２０－３０２４

滋賀県栗東市小柿三丁目１番１号�
湖南広域消防局　中消防署　庶務管理係
電話　０７７－５５２－０１１９
メールアドレス　naka@konan-kouiki.jp

活
　
動
　
内
　
容

　栗東市消防団では、新入団員の教育や消防団活動の基礎と位置付けて、毎年４月から分
団ごとにポンプ操法訓練に取組んでいます。その成果を披露する場として今年は６月２
日に「消防操法披露会」を開催しました。開催場所は、できるだけ多くの市民の皆さんにご
覧いただこうと、地元でも人気の農産物などを取り扱う店舗駐車場をお借りして行い、応
援に来られた方は　もちろん、買い物に来られている多くの方々にも団員の気迫溢れる
勇敢な姿を見ていただくことができました。また、今年はマロン・ファースト・レディー
ス分団（女性分団）による軽可搬ポンプ操法も初めて市民の皆さんの前で披露し、会場は
大きな拍手で包まれました。
　消防操法披露会の後に行った「消
防フェア」では、湖南広域消防局の協
力を得て、はしご車や救急車の展示、
煙体験、水消火器を使ったストラッ
クアウトなど小さなお子さんでも楽
しんでいただけるアトラクションを
準備しました。
　オープニングは消防音楽隊のミニ
コンサートから始まり、団員による
エンジンカッターやスプレッダーな
どの救助資機材を使用した訓練展示
も行ないました。
　幅広い年齢層の方々に来場いただ
き、消防団員や消防車と一緒に写真
を撮る姿や消防団員の話を真剣に聴
く姿などを見ると、少しは消防団の
活動を知っていただくことができた
のではないかと感じています。今後
もこういったイベントを通じて消防
団活動をＰＲし、入団促進を図ると
ともに市民の皆さんに安心安全を提
供できればと考えます。

消防操法披露会（女性分団）

消防操法披露会

栗東市消防団消防操法披露会・
消防フェアの開催！！ 
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活
　
動
　
内
　
容

特
記
事
項

　今回のフェアでは市民約５００人に来場いただき、さらに県議会議員、市議会議員、地
元自治会長にもお越しいただきました。子供に参加してもらいやすいイベントも多く、家
族連れにとても好評でした。

消防フェア（はしご車展示） 消防フェア（音楽隊ミニコンサート）

消防フェア（煙体験） 消防フェア（水消火器ストラックアウト）
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都道府県名 北海道
消防団名 羊蹄山ろく消防組合倶知安消防団
実団員数 １３０名〔うち女性団員１０名〕
ＨＰアドレス https://www.yotei-fd.jp/kakusyo/kutchan
消防団事務局 〒０４４－０００３

北海道虻田郡倶知安町北３条東４丁目１番地３�
羊蹄山ろく消防組合倶知安消防署
電話　０１３６－２２－１０８９
メールアドレス　ku-shobodan@yotei-fd.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年６月３日（月）
場　　　所：　羊蹄山ろく消防組合消防総合庁
目的・経緯：�　羊蹄山ろく消防組合倶知安消防団（瀬尾武志団長）では、平成３０年度

入団した外国人消防団員であるコンスタンティン・チェザル団員が外国語
通訳サポ―ターの辞令を受けました。当組合では年間７８件（２０１９年
中）の外国語による１１９番通報を覚知しており、冬山のバックカント
リー事故や救助事案、遭難捜索事案も増加傾向にあります。

対　　　象：　羊蹄山ろく消防組合倶知安消防団第２分団
団員　コンスタンティン・チェザル
（平成３０年度入団、ルーマニア国籍、５か国語会話可能）

特
　
記
　
事
　
項

　外国語での１１９番通報のほとんどを３者接続
により英会話が可能な職員や消防団員へ接続し、通
報内容から災害現場まで確実に消防隊が現着出来
ている高い水準の対応力を有しております。対応す
る職員や消防団員は外国語対応に特化したエキス
パートとして、外国語通訳サポーターの辞令を受け
ています。その内、倶知安消防団では３名の消防団
員が消防団長から辞令を受けており、現場へ特命出
動し活動した実績もあります。また、冬期間のス
キー場への救急出動で搬送する傷病者の多数は外
国人です。対応する救急隊員も年々外国語での対応
経験が増えるにつれて英語に限っては会話能力が
上達し、問診や観察がスムーズに行える状態です
が、特異事案に関しては外国語通訳サポーターの消
防団員の対応力に頼る場面が多々あります。
　しかし近年、英語のみならず多国籍言語により当たり前のように受信する１１９番通
報や救急患者の対応に苦慮しております。その様な状況の中、平成３０年度倶知安消防団
では組合内に住民票を有するルーマニア国籍のチェザル団員が入団しました。外国人消
防団員には現場で破壊行為をしてはならない等、消防団活動には制限がありますが、チェ
ザル団員は５か国語での会話が可能であり多国籍語による１１９番通報の対応を見込
み、今年度から外国語通訳サポーターとして辞令を受けました。
　今後は、１１９番通報対応の他にも、外国語通訳サポーターとして救命講習会での指導
補助等で活躍しています。

外国人消防団員に外国語通訳
サポーターの辞令発令

辞令交付式　チェザル団員と団幹部

チェザル団員と瀬尾団長
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都道府県名 山梨県
消防団名 甲府市消防団
実団員数 １，２２８名〔うち女性団員３３名〕
消防団事務局 〒４００－０８５６

山梨県甲府市伊勢三丁目８番２３号�
甲府地区消防本部　人事課　消防団係
電話　０５５－２２２－４１１９
メールアドレス　syouboudan@city.kofu.yamanashi.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年１０月２６日（土）、１１月９日（土）
場　　　所：　山梨県小瀬スポーツ公園（10/26）、甲府駅（11/9）
内　　　容：�　甲府市消防団では、例年、甲府市主催の「甲府大好きまつり」において、消

防団員募集啓発活動として啓発物品の配布や幼年防火衣の着用体験を行っ
ています。また、火災予防運動期間中においては、消防本部と合同で行う街
頭啓発活動時に団員募集リーフレットの配布を行っています。
　こうした消防団員募集啓発活動をより充実したものにするために、新たに
広報用バックパネルを作成し、遠くからでも一見して消防団が活動を行って
いることがわかるようにしたことで、より効果的に消防団活動をアピール
し、活動に興味を持ってもらいながら、消防団員の確保を図っています。

対　　　象：　イベント来場者、甲府駅利用者
費　用　等：　広報用バックパネル購入費（１４９，６００円）

「甲府大好きまつり」でのバックパネルを使用した写真撮影の様子（10/26）

秋の火災予防運動に伴う街頭啓発活動の様子（11/9）

特
　
記
　
事
　
項

・�遠くから見てもかなり目立つため、昨年と比較して、多くの来場者に興味を持ってもら
うことができ、消防団員募集の啓発物品を多数配布することができた。
・�家族連れの来場者の立寄りも多く、幼年防火衣を着ての写真撮影者も増えたことによ
り、幅広い年齢層に消防団活動をアピールすることができた。
・�団員についても、バックパネルがあることにより、団員募集活動に対して積極的な姿勢
で臨むことができたとの感想があった。

広報用バックパネルを使用した
効果的な消防団員募集活動



第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
消
防
団
員
確
保
対
策
〉

第
Ⅲ
章

77

★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 三重県
消防団名 鈴鹿市消防団
実団員数 ４５８名〔うち女性団員１５名〕
ＨＰアドレス http://www.city.suzuka.mie.jp/shobo/
消防団事務局 〒５１３－０８０２

三重県鈴鹿市飯野寺家町２１７番地の１�
鈴鹿市消防本部　鈴鹿市中央消防署　消防団事務
電話　０５９－３８２－９１３３
メールアドレス　chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

　鈴鹿市消防団では、平成３０年４月１日に大規模災害時の活動に特化した大規模災害
対応団員（以下「対応団員」という。）の活動を開始しました。
　対応団員の構成は、ロードレース、モトクロス、トライアルのレースで活躍する現役
トップライダーも名前を連ね、国際レーシングコース鈴鹿サーキットがある鈴鹿市なら
ではのものとなっています。
　発足までの経緯は、平成２９年７月に鈴鹿市内にある㈱モリワキエンジニアリング専務
の森脇南海子氏が発起人となり、災害バイクボランティアチーム「ライドエイド」を結成
し、同年７月２９日に開催された鈴鹿８時間耐久ロードレースの場で報道発表しました。
　その後、消防本部が活動の助言等を行っていた縁から、平成３０年４月１日に「ライド
エイド」のメンバーのうち１８名が対応団員として任命され、消防団としての活動を開始
し、令和元年７月１日には、新たに男女１名ずつが入団し、総勢２０名となっています。
　活動内容は、オートバイの特性である「迅速性」「機動性」「節約性（省エネ）」を最大限
に活かし、自家用バイク及び２０台の消防バイクを使用し無線機を携行し被災地で情報
収集を行います。

情報収集訓練において市内に出動する団員

トップライダーが集結
「鈴鹿市消防団大規模災害対応団員」
スタート！！



消
防
団
活
動
事
例
〈
消
防
団
員
確
保
対
策
〉

第
Ⅲ
章

78

活
　
動
　
内
　
容

　それ以外の活動は、必要に応じて、鈴鹿
市消防本部の指示で、地域住民への情報伝
達、避難誘導、被災者の検索、初期消火、簡
易な救助、応急処置及び被災地への物資の
搬入等を行います。
　訓練は、情報収集訓練を中心に実施して
いますが、「救急法」「消火訓練」なども実
施しており、消防団員としてのスキルアッ
プに努めています。また、出初式などの消
防イベントに参加し、住民の前で操縦技術
の腕前を披露しています。

出初式にてバイク技術を披露

特
　
記
　
事
　
項

　対応団員は、モータースポーツ都市宣言を行っている鈴鹿ならではの団員であると
思っています。今回の活動開始により団員定数は、４５５名から４７５名となり、令和元
年７月には、初の女性の対応団員も加わったことから、今後は、オートバイを利用した新
たな活動を追求しながら、消防団全体においても更なる発展を目指します。

消防本部で行われた市民向けイベントに
バイク技術を披露
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都道府県名 愛知県
消防団名 豊田市消防団
実団員数 ２，０４４名〔うち女性団員４７名〕
ＨＰアドレス http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/1002444/

index.html
消防団事務局 〒４７１－０８７９

愛知県豊田市長興寺５丁目１７番地１�
豊田市消防本部　総務課　消防団担当
電話　０５６５－３５－９７１７
メールアドレス　shoubou-soumu@city.toyota.aichi.jp

活
　
動
　
内
　
容

○制作の経緯
　豊田市消防団の発足から７０年という大
きな節目を契機に、次世代の地域防災の要
となる若い世代の消防団員確保に向け、消
防団の存在や重要性を認識してもらうとと
もに、そのやり甲斐や魅力を発信し、消防団
に対する市民理解と消防団入団の促進を図
ることを目的に、オリジナルのＰＲ動画を
初めて制作しました。（制作費３２０万円）

○ＰＲ動画の内容
　平成３１年２月２４日（日）に開催した豊
田市消防団７０周年記念充実強化大会での
完成披露を目標に、企画立案・撮影・編集
等を約１年間かけて取り組みました。動画
出演者は全て現役の団員等が務め、若い世
代に対する熱いメッセージや豊田市消防団
の「未来宣言」を含む約５分間の映像です。
また、映画のシネアドや各種ＣＭなど幅広
く活用できるように、併せて３０秒間のダ
イジェスト版も制作しました。

豊田市消防団　初制作オリジナルＰＲ動画 !!
「守るためにできることを、はじめよう。」
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活
　
動
　
内
　
容

○ＰＲ動画を利用した活動
　・市公式ＨＰ・ＹｏｕＴｕｂｅへの掲載
　・駅前商業施設のデジタルサイネージで放映
　・�消防団ＰＲムービーコンテスト（総務省主催）に応募　⇒　優秀賞を受賞
　・市内映画館でのシネアド上映
　・各種イベントでのサイネージを利用した放映

ＰＲムービーコンテスト表彰式 映画館のシネアド上映 イベントでのサイネージ放映

特
　
記
　
事
　
項

　この動画は、主に消防団の魅力発信を目的に制作しましたが、企画に携わった団員や完
成した動画を見た団員など、“現役団員の意識高揚”という相乗効果も得ることができ、
より強固な団結力を身に付けることができました。
　今後は、特に若い世代に対し、このＰＲ動画を利用して消防団の魅力を存分に発信し、
消防団員の加入促進につなげていきたいと思います。

≪今後のＰＲ動画を利用した広報活動予定≫
・市内映画館でのシネアド上映
・地元ローカル番組内でのＣＭ放送
・各方面隊・分団内における地域行事での放映・ＰＲ活動

◆豊田市消防団ＰＲ動画ぜひご覧ください。

（5分Ver.） （30秒Ver.）
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★

「機能別団員制度」創設
～地域防災の担い手確保～

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 徳島県
消防団名 徳島市消防団
実団員数 ６７８名〔うち女性団員４８名〕
ＨＰアドレス http://www.city.tokushima.tokushima.jp
消防団事務局 〒７７０－０８５５

徳島県徳島市新蔵町１丁目８８番地�
徳島市消防局　総務課　消防団係
電話　０８８－６５６－１１９１
メールアドレス　shobo_somu@city.tokushima.i-tokushima.jp

活
　
動
　
内
　
容

　徳島県徳島市は、全国的に懸念されている消防団員の高齢化や担い手不足が進むなか、
消防団活動に女性や大学生などが参加しやすい環境の整備、並びに大規模災害時におけ
る防災力の強化など、消防団の活性化を図るため、平成３０年度に「機能別団員制度」を創
設しました。
　また、真摯かつ継続的に消
防団活動に取り組み、顕著な
実績を収め、地域社会へ多大
なる貢献をした専門学校生、
大学生及び大学院生につい
て、本市がその功績を認証す
ることにより、就職活動を支
援することを目的に「徳島市
学生消防団活動認証制度」を
導入しました。

１　機能別団員の概要
　⑴　定　　員…１００名
　⑵　入団要件…�徳島市内の大学等に在籍又は徳島市内で勤務、居住する、１８歳以上の

女性もしくは専門学校生、大学生及び大学院生。
　⑶　活動内容…�「機能別団員」は、災害時には、自分の命を自らで守るとともに、率先避

難を実施し、「地域の方々へ避難行動を促すこと」を、発災時の初動任
務としています。当該団員は近隣の避難所へ避難するとともに、その避
難場所において避難所運営の支援活動に当たります。

　　�　また、平時には、広報啓発活動に従事し、女性や学生ならではの視点
や知識、さらには、きめ細かな活動が期待されます。

　⑷　処遇
　　◆身分…非常勤特別職の地方公務員
　　◆年報酬…６，０００円
　　◆費用弁償…１回の活動につき、２，０００円
　　◆補償…公務災害補償及び退職報償金支給については、一般団員と同様。
　　◆貸与品…安全ベスト、アポロキャップ

発　足　式
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活
　
動
　
内
　
容

２　主な研修等
　⑴　機能別団員研修
　　◆教養（団員の身分取扱い及び各種制度・報償制度について）
　　◆�講演（東日本大震災、熊本地震及び平成３０年７月豪雨被災地における避難所の実

情について）
　⑵　避難所運営訓練
　　◆市民防災訓練において地域の住民と合同訓練。
　⑶　消防団員研修（基本団員合同）
　　◆�今後発生が危惧されている南海トラフ沖を震源とする巨大地震が発生した場合

に、徳島市内が受ける様々な影響について、専門的知識を有する大学教授から講義
を受けることにより災害の全貌を把握するとともに、得た知識をもって、更なる地
域防災力の充実強化を図る。

　⑷　消防出初式において、防災ダンス披露　
　　◆�防災ダンスは、機能別団員が在籍する大学のゼミで考案されたものであり、地震や

津波発生時のとるべき行動をダンスで表現している。子供から大人まで、観客と一
緒に踊る体験型であり、防災に対する意識啓発を図っている。

　⑸　普通救命講習
　　◆�機能別団員に対し応急手当の知識と技

術を習得させ、市民に対する普及啓発活
動に万全を期するとともに、大規模災害
時の避難所運営支援活動の向上を図る。

　⑹　避難拠点初動要員研修
　　◆�避難拠点初動要員（大規模災害時に、指

定された避難拠点で避難所運営を行う
市職員）と同様の研修及び訓練を受ける
ことにより、避難所運営支援活動の向上
を図る。

特
　
記
　
事
　
項

　制度導入後、平成３０年６月１日から機能別団員の募集を行い、令和元年１０月１日現
在で女性１１人、大学生３７人の計４８人で構成されています。大規模災害時に、地域の
人を助けたいという高い意識を持ち、志願してきた４８人です。
　現状の活動として、年６回程度の研修や訓練を実施しており、大規模災害時の活動に重
点を置いた内容としています。今後は、平時の広報啓発活動に関して検討を重ね、機能別
団員にとっては達成感を、市民にとっては防災意識の向上に繋がる活動を展開していく
こととしています。

防災ダンス

救命講習
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消 

防 

団 
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要

都道府県名 長崎県
消防団名 長崎市消防団
実団員数 ２, ６６５名〔うち女性団員５９名〕
ＨＰアドレス http://www.city.nagasaki.lg.jp/bousai/220000/
消防団事務局 〒８５０－００３２

長崎県長崎市興善町３番１号�
長崎市消防局　予防課　担当　市民消防係
電話　０９５－８２２－０４２９
メールアドレス　shoubo_yobo@city.nagasaki.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

　長崎市消防団では、今までにないアイデアによって、新たな入団促進事業を行うことを
目的として、若い世代に入団を呼び掛けるため、同世代の団員を主体とした『消防団加入
促進チーム』を平成３１年４月に結成しました。
　本チームは、若い世代ならではのネットワーク及び情報発信力を活かし、新たな提案やイ
ベント等での企画を通して若い世代に対して入団促進活動を行っています。
【主な活動内容】

純心大学での�
ガイダンス

地域イベント 長崎大学の学園祭 長崎大学での�
シンポジウム

【活動詳細】
①ＬＩＮＥ開設
　消防団に興味を持ってくれた方を逃した
くない！との思いから気軽に連絡が取れる
様「ＬＩＮＥ」を開設しＱＲコード付きの名
刺でも周知しています。
②ＹouＴube開設
　消防団の活動紹介を目的に開設しました。
　現場活動や訓練、火災予防教育、広報活動など様々な動画を作
成し、幅広く活動していることを知っていただく為、各活動の
アップロードを行っています。
③アンケート実施
　“消防団の認知度は？知るきっかけは？消防団のイメージは？”
　そのような思いからアンケート調査を各イベントで実施しています。
　また、そのことがきっかけとなり入団された団員の方もいます。
④大学学園祭に参加
　市内にある２校の学園祭に参加し、学生の実行員と一緒に団員募集を行いました。

★

消防団加入促進チーム（若い世代）
の結成！
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 福岡県
消防団名 北九州市門司消防団
実団員数 ３３４名〔うち女性団員２２名〕
ＨＰアドレス https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shoubou/file_0097.html
消防団事務局 〒８００－００２２

福岡県北九州市門司区大里東一丁目４番１０号�
北九州市消防局　門司消防署予防課　担当　庶務係
電話　０９３－３７２－０１１９
メールアドレス　kazuhiro_oota01@city.kitakyushu.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

【経　緯】
　消防団員は、地域防災力の中核を担い「住民の安心・安全」のために極めて大きな役割
を果たしています。しかしながら、近年、全国的に消防団員が減少しており、『消防団員の
確保』が喫緊の課題となっています。
　そのため、消防団員の確保を目的として、人が多く集まる祭り等の機会を捉えて「女性
はしご乗り」を中心に、入団促進ＰＲに努めました。
【取組み】
　集客率が高い（来場者：約２５万人）「日本三大港祭り」の一つである「門司みなと祭」に
おいて、消防団員募集を呼びかける入団促進キャンペーン大作戦を展開しています。祭り
のメイン会場では、全国でも珍しい女性消防団員によるはしご乗り「め組はしご隊」を中心
にＰＲし、女性の乗り子が、高さ約５ｍのはしごでポーズをとる度に観客から歓声が上が
り、最後の演技で「消防団員募集」の垂れ幕を掲げた時には盛大な拍手をいただきました。
　また、祝賀パレードでは、沿道の方々に対する防火・防災啓発に併せて「地域のために、
消防団への入団をお願いします」と呼びかけ、令和元年の門司みなと祭パレード・コンテ
ストでは、内容やＰＲ度などが認められ、見事、『優勝』し、更に消防団をＰＲすることが
できました。
　この祭りの入団促進大作戦の結果、新たに８名の方から入団の申請があり、令和元年９
月１日現在、 実員数は３３４人になり「充足率は９８．８％」に達することができました。
　①名　　称　　　　門司みなと祭り
　②開催場所　　　　福岡県北九州市門司区　門司港周辺及び大里周辺
　③開 催 日　　　　令和元年５月２５日（土）

特
記
事
項

　はしご演技は、乗り子１名・とび持ち８名（計９名）で実施します。現在、門司女性消防
団員（２２名）のほとんどがはしご演技を行うことができます。はしご演技の訓練は、毎月
の定例訓練時のほか、各種行事参加前にも行っています。

はしご乗り『め組はしご隊』による
入団促進大作戦！！
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★

地域防災力の充実強化
（救助資機材整備と訓練）
に向けた取り組み

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 広島県
消防団名 呉市消防団
実団員数 １, ７３８名〔うち女性団員３４名〕
ＨＰアドレス https://www.city.kure.lg.jp/site/syoubou/
消防団事務局 〒７３７－００５１

広島県呉市西中央３丁目１番９号�
呉市消防局　消防総務課　消防団室
電話　０８２３－２６－０３０５
メールアドレス　syousou@city.kure.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年７月２９日（月）～８月７日（水）の内（６日間）
場　　　所：　グリーンピアせとうち、黒瀬川河川防災ステーション他４カ所
目的・経緯：　地域防災力の強化（消防団救助資機材の整備及び合同訓練の実施）

　平成３０年７月豪雨では、多数の土砂崩れが起こり、道路が寸断され、孤
立した地域が多く発生し、救助隊の到着に時間がかかる中で、地域の消防団
員が救助活動や避難誘導を実施しました。その中で、「重機が入らない山道
の倒木を撤去できず、住民避難路を確保できなかった。」「倒木が道路に横
たわっていて、現場までたどり着けなかった。」などの声が上がりました。
　呉市は、花崗岩が多く含
まれる脆弱な地形により、
過去には幾度も土砂災害
に見舞われ、孤立してしま
う集落が点在するため、救
助や住民避難が困難な地
域性であることを踏まえ、
まさに、消防団に救助資機
材の整備を推進しており、
平成３０年度消防団設備
整備費補助金（消防団救助
能力向上資機材緊急整備
事業）を活用し、全消防団
車両１４０台にチェーン
ソーを配備しました。
　大規模災害においては、
マンパワーと専門的な知
識が必要なことから、
チェーンソーを配備する
にあたり、管轄地域ごとの
消防職員と合同訓練を実
施しました。
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活
　
動
　
内
　
容

　訓練に参加した消防団
員からは、「チェーンソー
があれば簡単に救助でき
ると思っていたが、平素か
らの訓練や専門的な知識
が無いと現場での作業に
は危険を伴うことがわ
かった。」などの意見が聞
かれ、合同訓練の効果を感
じました。また、「資機材
などについて色々話がで
きて、 消防職員を身近に
感じた。」などの声も聞か
れ、お互いの顔が見える関
係を構築することに繋
がっており、大規模災害時
の活動における連携強化
が図れたと感じました。

特
　
記
　
事
　
項

　整備したチェーンソーはピコデュロチェーンを装備しており、災害時における倒木な
ど泥が付着した樹木の切断等に最適なものです。訓練に参加した団員からも、「よく切れ
る。」「刃が切れなくなるまでの時間が長い。」など好評でした。
　合わせて、油圧切断機を５方面隊に１台ずつ配備しました。
　今年度も同補助金を活用し、エンジンカッターや油圧ジャッキを整備する予定です。
　今後は、整備した資機材を現場で安全に活用出来るよう、平素からの訓練を実施してい
くことで、 地域防災力の充実強化を推進していきます。
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★

災害に備える
～東みよし町と東みよし町消防団

の取り組み～

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 徳島県
消防団名 東みよし町消防団
実団員数 ３８４名〔うち女性団員３名〕
ＨＰアドレス http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/
消防団事務局 〒７７９－４７９５

徳島県三好郡東みよし町加茂３３６０番地�
東みよし町役場　総務課　消防防災係
電話　０８８３－８２－６３０３
メールアドレス　bousai@higashimiyoshi.i-tokushima.jp

活
　
動
　
内
　
容

　東みよし町では過去に雪害により木が倒れて道路がふさがれ、孤立世帯が発生しまし
た。また、電線が切れ最長６日間停電し、携帯電話の充電が切れるなど、外部と連絡を取る
ことが困難となりました。
　町と消防団では南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、次の孤立対策を進めてき
ました。

①防災灯
　町内の山間部集落内２０か所へ防災灯を設置しまし
た。太陽光パネルにより発電した電気をバッテリーに蓄
電し、停電時等の非常時にはボックス内の非常用電源コ
ンセントにより携帯電話や無線機の充電が可能です。ま
た、消防団配備のデジタル簡易無線を接続することで、役
場庁舎と双方向通信が可能となります。平常時にはＬＥ
Ｄ照明により防犯灯として機能します。

②デジタル簡易無線
　すべての消防団車両に車載局を追加配備し、所轄区域
内に山間部を持つ分団には携帯局を２局追加配備しまし
た。
　また、消防団では毎年デジタル簡易無線を使用し、通信
訓練を実施しています。

③ヘリポート
　既設ヘリポートのコンクリート舗装を行い、機能向上
を図ったほか、新設整備により町内５か所に整備しまし
た。

特
記
事
項

　災害時の教訓を生かして、地域防災力の充実強化を行うことができました。
　災害に強いまちづくりの中核を担う消防団となるべく、消防団員の安全確保を行いな
がら消防団員の確保も含め、強化に努めます。
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平成３０年７月豪雨を踏まえた
消防団装備の強化について

★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 愛媛県
消防団名 大洲市消防団
実団員数 １，４２０名〔うち女性団員３９名〕
消防団事務局 〒７９５－８６０１

愛媛県大洲市大洲６９０番地の１�
大洲市役所　危機管理課　担当　消防係
電話　０８９３－２４－１７４２
メールアドレス　kikikanrika@city.ozu.ehime.jp

活
　
動
　
内
　
容

　本市を縦断する肱川は、過去何度も氾濫してお
り、平成３０年７月豪雨では、５名の尊い命が失わ
れ、４，０００棟を超える建物が被害に遭うなど市
内全域に大きな爪痕を残しました。
　過去の被害状況により浸水が想定されている地
域の分団には既に救命ボート（船外機付き１１艇）
を配備しており、平成３０年７月豪雨においても浸
水により孤立した住民を救命ボートで避難誘導す
るなど被害の軽減に大きな役割を果たしましたが、
今回は、救命ボートを配置していない地域において
も浸水被害が発生してしまいました。
　このため、約５００万円の費用を掛け、新たに救
命ボート８艇（うち１艇は船外機付き）を未配備の
地域へ配備することとし、更なる被害の軽減に努め
ることとしました。

特
記
事
項

　本市が配備している船外機付きの救命ボートを操船するには、船舶免許が必要であり、
過去には団員が船舶免許を取得する際に免許取得に掛かる費用の補助を行ったこともあ
りましたが、現在は行っていません。
　自費で船舶免許を取得しようとする団員も少ないことから、消防団活動に必要な船舶
免許取得に掛かる経費の補助について今後検討していく必要があります。
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★
地域防災の未来を作る

「大分市消防団ビジョン」

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 大分県
消防団名 大分市消防団
実団員数 ２，１７５名〔うち女性団員２３名〕
消防団事務局 〒８７０－００４４

大分県大分市舞鶴町１丁目１番１号�
大分市消防局　総務課　消防団担当班
電話　０９７－５３２－２１８８
メールアドレス　shobosoumu2@city.oita.oita.jp

活
　
動
　
内
　
容

　大分市では、南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模な自然災害の発生が危惧され
る中、地域防災の中核である消防団員の担い手不足や高齢化が顕著であったため、消防団
長の発意により、消防団員が主体となって平成３１年３月に消防団の中長期的な将来計
画「大分市消防団ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を策定しました。
　消防団を取り巻く現状と諸問題を整理し、課題解決に向けた指針となる取組をまとめ
たもので、特徴や詳細は次のとおりです。
　■�　策定前年の平成２９年度上半期に、基礎資料を作成するため、全団員へのアンケー

トや市民意識調査を行い、消防団を取り巻く正確な現状把握を行った。
　■�　ビジョンの内容について、消防団組織のみにおいて実行が可能なものとした。
　■�　計画の策定過程において、各消防団員からの意見出しの場を設ける等、消防団員の

多くの意見をビジョンに反映することとした。
　■�　ビジョンの原案を作成した策定作業部会は、消防団員を主体に、市の関係部局の職

員と消防職員で構成され、計５回（参照：大分市消防団ビジョン策定に係る取組み）
開催された。

　■�　市長から委任を受け（参照：消防団ビジョン策定組織体制）、消防団の抱える課題
に対する専門的知見を持った有識者等からなる検討委員会が計３回（参照：大分市
消防団ビジョン策定に係る取組み）開催された。当委員会において、策定作業部会が
作成した原案に意見を加え、ビジョンを市長に答申した。

　■�　審議過程で各委員から提案されたアイデアや
課題解決に向けた取組のうち、将来の地域防災
にとって有益なものと考えられる事項をまとめ
たものを、意見書としてビジョンに添付した。
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活
　
動
　
内
　
容

　■�　消防団体制等の６つの基本指針に、７年後の将来像達成に向けた成果指標を設定
し、目標の定量化を図った。また、ＰＤＣＡサイクルの取組を推進するために、８つの
方面隊ごとに計画の成果指標に基づく年間目標を設定し、年度末に外部評価委員を
加えた検証会議を実施する体制を確立した。

　■�　全ての消防団員と、自治会長、公民館、市関係部局、市議会議員にビジョンを配布す
ることを通じて、関係者が協働してビジョンの取組を推進することとしている。

　■�　認知度向上や組織の活性化を行うため、
「新たな伝統づくり」として各方面隊に纒
を整備するとともに、纒振りを行う「豊後
八纒會（ぶんごはってんかい）」を結成。ラ
グビーワールドカップや大相撲地方巡業、
大分トリニータのホームゲームに合わせ
た広報活動を展開した。

　■�　消防団員を主体とした「装備のあり方検討会」を開催し、情勢に合った災害想定の
見直しと消防団の活動内容、活動するために必要な装備について意見をまとめた。
（令和２年度以降、訓練・育成のあり方検討会、拠点のあり方検討会を開催予定）

【参考情報】
http://www.city.oita.oita.jp/o212/syoubou_soumu/documents/ooitashisyouboudanbijyon.pdf

ビジョン策定後の主な取組み状況について（令和２年１月現在）

完成したビジョン 検討委員長から市長へ報告
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★消防団防災リーダーの育成

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 秋田県
消防団名 大館市消防団
実団員数 １，０３３名〔うち女性団員１１４名〕
ＨＰアドレス http://odate-syobodan.jp
消防団事務局 〒０１７－０８６４

秋田県大館市根下戸新町１番１号�
大館市消防本部　消防総務課
電話　０１８６－４３－４１５２
メールアドレス　syobo@city.odate.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：�　大館市消防団再編計画の一環として、
平成２９年度から春・秋の火災予防運
動週間の初日に、防災リーダー講習会
（座学と実地訓練）を実施している。

場　　　所：　大館市消防本部
目　　　的：�　各地域に防災リーダーを育成し、消

防団員の資質向上と災害時に地域が一
体となって行動できる自助・共助の体
制の構築を目指している。
（防災リーダーとは、分団長とは別に地域の指導に特化したリーダーのこ
と。）

対　　　象：　�市内１５方面隊から消防団員１名＋機能別消防団員
【育成状況】　�Ｈ２９年度（１９名）�

Ｈ３０年度（１９名）�
令和元年度（１８名）育成中

費　用　等：　消防本部で負担。（認定交付式で配付する防災リーダーベスト等）

　市の総合防災訓練で、避難、救護、初期消火などの指導にあたっている。また、各地域で
実施する防災活動で自治会等の指導を行い、市民の防災意識を高めながら、一人一人が災
害時に自らの考えで避難ができる自助、地域で力をあわせ被害の軽減に努めることがで
きる共助の重要性を伝え、啓発を行っている。

市総合訓練　バケツリレー指導 Ｈ３０年度　防災リーダー１９名

特
記
事
項

　消防団員は地域に根ざした活動を行っているが、団員の減少に加えてサラリーマン団
員が増加しており、訓練や研修の機会が減少し、資質低下が危惧される。このため、各方面
隊にリーダーとなる高度な知識・技術をもった団員を育成し、地域住民はもとより、若手
団員の指導教育を行い、総合的に防災力の向上に努めている。

講習会（座学）
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 東京都
消防団名 東久留米市消防団
実団員数 ２１４名〔うち女性団員０名〕
ＨＰアドレス http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/

anzen/1010677/index.html
消防団事務局 〒２０３－８５５５

東京都東久留米市本町三丁目３番１号�
東久留米市役所　環境安全部　防災防犯課　消防担当
電話　０４２－４７０－７７６９
メールアドレス　bosaibohan@city.higashikurume.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年６月２４日（月）
場　　　所：　東久留米市役所
目的・経緯：�　ｅ‐ラーニングシステムは、東京消

防庁消防学校（東京都訓練所）が本年４
月から運用しているシステムで、消防
団員個人のスマートフォン及びパソコ
ン等のインターネット環境下にある端
末を利用し、時間や場所にとらわれず
に学習することができるシステムで、
礼式、応急救護要領及び災害活動要領
等の動画も含む資料を閲覧できます。
　教養は、幹部団員及び新入団員を対
象に東京消防庁職員を講師として、実
施しました。

内　　　容：�　教養の前半では、ｅ-ラーニングシス
テムの訓練礼式要領、各種資器材取扱
要領及び機関運用等の動画をプロジェ
クターで投影し、座学として実施しま
した。
　教養の後半においては、実科として
規律訓練を実施しました。今まで規律
訓練を実施したことがなかった新入団
員も、教養の前半に動画で実際の動き
を確認していたので、スムーズに訓練
を実施することができました。

特
記
事
項

　参加した新入団員からは、「動画中心なので、文字
だけよりわかりやすかった。」との声があり、効果的
な教養となりました。
　個人で活用できるシステムなので、他の消防団員
も活用していきたいです。

東京消防団ｅ-ラーニングシステムを
活用した幹部団員及び新入団員教養
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★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 神奈川県
消防協会名 神奈川県消防協会湘南地区協議会
実団員数 １，６３０名〔うち女性団員３０名〕
ＨＰアドレス http://www.kanagawa.ninomiya.kanagawa.jp
消防団事務局 〒２５９－０１３１

神奈川県中郡二宮町中里７１１番地１�
消防本部消防課　庶務班
電話　０４６３－７２－００１５
メールアドレス　firedept@town.ninomiya.kanagawa.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年９月８日（日）　９時３０分～１２時３０分
場　　　所：　二宮町生涯学習センター・ラディアン
目的・経緯：�　当協議会では、例年、協議会各市町の団員の親交を図るとともに、消防団

活動時における危険を予知し、これに適切に対応出来る能力を養成するた
め、消防団員等公務災害補償等共済基金の助成、後援を受け、各市町消防団
員の主に班長以上の団員を対象に「消防団危険予知訓練（Ｓ－ＫＹＴ）」を実
施しています。

対　　　象：�　湘南地区各市町消防団員（主に班長以上の団員）
費　用　等：�　消防団員等公務災害補償等共済基金からの助成
内　　　容：�　二宮町生涯学習センターラディアンにて、神奈川県消防協会湘南地区協

議会主催のもと消防団危険予知訓練（Ｓ－ＫＹＴ）研修を開催しました。
　藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、寒川町、大磯町、二宮町の消防団員計５４名が
参加し、消防団員等公務災害補償等共済基金からの助成により開催しまし
た。
　研修は、基金より派遣された消防職員ＯＢの方による指導のもと、消防団
員の公務災害に関する講義を通じて、研修を行うことの重要性を説明して
いただきました。
　研修では、指差し呼称、指差
し唱和、タッチ＆コールなどの
実技を通じて、確認作業や団員
の健康状況を把握することの
重要性を学びました。そして、
消防活動における現場にどの
ような危険が潜んでいて、また
その危険に対してどのように
対処したらよいかについて、班
ごとに話し合いを行いました。

消防団員のＳ－ＫＹＴ研修
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活
　
動
　
内
　
容

　以上のように、Ｓ－ＫＹＴ研修は通常の座学の研修とは異なり、実践的な
実技を中心としているため、班員同士がお互いに意見を出し合うことで、連
帯感が高まり、とても有意義な
研修になりました。受講した団
員からは、「講義だけではなく、
演習や実技を交えた研修で、非
常に分かりやすかった。分団に
おいても、今後継続して行い団
員の安全意識を高めていきた
いと思います。」、「団での活動
はもちろんのこと、仕事や運転
時においても、指差し唱和を行
い、危険防止に努めていきたい
と思います。」、「他市町の消防
団員との交流が、普段はないの
で良い機会でした。」、「活動の
際に、指差し呼称、指差し唱和
を使って、事故やけがのないよ
うに努めたいと思います。」等
の意見がありました。

特
記
事
項

　今回のＳ－ＫＹＴ研修を通して、団員一人一人がお互いの様子や行動に目を配り、危険
要因の把握や、安全の確保に努めることの重要性を学びました。現場に潜む危険を見抜く
能力を養い、基本に従って行動するという意識を持つことで、有事の際に安全管理を第一
に行動できるようになると思います。
　今後も共済基金にご協力をいただき、日々の健康管理を始め、消防団員の公務災害防止
や安全管理に関する研修を行っていきたいと思います。
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 滋賀県
消防団名 野洲市消防団
実団員数 １７０名〔うち女性団員２０名〕
消防団事務局 〒５２０－２３１５

滋賀県野洲市辻町４８８番地�
湖南広域消防局　東消防署　庶務管理係
電話　０７７－５８７－１１１９

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年６月２９日（土）　午前６時３０分～７時３０分
場　　　所：�　湖南広域消防局東消防署　２階ミーティング室
目的・経緯：�　ＭＣＡ無線の取扱いに習熟することで、活動連携を強化し、タイムリーか

つ具体的な相互通信により消防団活動の資質向上を目的に実施しました。
　近年、大規模災害が全国各地で頻発する中で、早期情報伝達による被害防
止・軽減及び、迅速かつ的確な対応が図れるよう、消防団活動環境の整備の
一環としてＭＣＡ無線を配備しました。

対　　　象：　【参加者】団本部、各分団４名（分団長、副分団長、部長、機械班長）
内　　　容：�　機能別分団員の方を講師として、ＭＣＡ無線のしくみや基本的な取り扱

いを学び、分団間での連携や他市の消防団との連携を確認するとともに、電
波の障害場所や不感地域についても確認しました。

ＭＣＡ無線機の取扱い説明 広域応援時の無線運用実技

特
　
記
　
事
　
項

　ＭＣＡ無線を有効に活用することで、相互が密接かつ有機的に連携を図るための情報
連携が可能となり、消防団活動の資質向上に繋がる訓練となりました。今回の訓練によ
り、大規模災害や広域連携時において、常備消防との活動連携の強化にも繋がります。
　ＭＣＡ無線を導入する以前は、使用範囲が狭いトランシーバーを使用しており、分団同
士の交信だけで、他市の消防団と交信ができず、情報を共有することができませんでし
た。ＭＣＡ無線を団長、副団長、各分団（女性分団含む）に配備することで、野洲市危機管理
課、湖南広域消防局東消防署及び隣接する草津市、守山市、栗東市の消防団とも交信がで
き、有事の際は広域応援が可能となっています。

ＭＣＡ無線運用研修 ★
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★

第６回砥部町消防団 
規律訓練競技大会

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 愛媛県
消防団名 砥部町消防団
実団員数 ２９２名〔うち女性団員１４名〕
ＨＰアドレス http://www.town.tobe.ehime.jp
消防団事務局 〒７９１－２１２０

愛媛県伊予郡砥部町宮内１３５０番地２�
伊予消防等事務組合　砥部消防署　警防担当　消防団（係）
電話　０８９－９６２－２１１９
メールアドレス　tobeshobo@town.tobe.ehime.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年７月１４日（日）
場　　　所：　ひろた町民グラウンド
目的・経緯：�　この大会は隔年で開催しており、団員を諸制式に熟練させることで、その

部隊行動を確実軽快にし、厳正な規律を身につけ、消防諸般の要求に適応す
るための基礎を作ることを目的としています。

内　　　容：�　規律訓練競技大会では、砥部町消防団の全１４分団が出場し、分団長指揮
の下、指揮能力・規律・同調・士気の項目を消防職員が審査します。また、
この大会に向けて、各分団は日々切磋琢磨訓練をし、規律及び部隊行動の習
熟を図り、分団の絆を深めています。なお今年度は、女性消防団員による腕
用ポンプを使用したデモンストレーションを地域住民に披露し、消防団に
対する関心を深めることができました。

特
記
事
項

　これからも訓練に合わせてその姿を地域住民に披露することで消防団活動をＰＲする
とともに消防団への関心を高め加入促進に繋げていければと思います。
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消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 福岡県
消防団名 大牟田市消防団
実団員数 ６８２名〔うち女性団員３１名〕
ＨＰアドレス http://artproducts.thick.jp/omuta-vfd/
消防団事務局 〒８３６－０８４４

福岡県大牟田市浄真町４６番地�
大牟田市消防本部　総務課　消防団係
電話　０９４４－５３－３５２２
メールアドレス　e-syoubousoumu@city.omuta.fukuoka.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年１０月６日（日）、１０月２０日（日）９：００～１２：００
場　　　所：　田村株式会社大牟田工場、株式会社三照
目的・経緯：�　大牟田市では、団員の若返りや火災件数減少に伴い、緊急走行の経験不足

を補うため、初めて安全運転講習会を実施しました。
　講師は、茨城県の自動車安全運転センター中央研修所（消防・救急緊急自
動車運転技能者課程：２泊３日）に派遣した分団長が行ないました。

対　　　象：　大牟田市消防団員９６名
内　　　容：【訓練内容】

　　・車両点検要領　　　　・車両運転時の姿勢
　　・スラローム走行　　　・方向変換（円型）
　以上の実践訓練を実施しました。
　参加団員は真剣に取り組み、コーンに接触しない様、誘導員と連携して、
訓練を行なっていました。大牟田市では、初めての取り組みであり、普段で
きない運転を行うことで、有意義な訓練を行うことができました。

特
記
事
項

　参加団員から車両の特性を再認識することができ、今後、実践していきたいとの声が聞
かれました。
　また、安全運転講習を行うことで、改めて、緊急走行時の注意点や法令等も認識するこ
とができたとの声も聞かれました。今後も定期的に行い、無事故を継続していきたいで
す。

★
目指せ！無事故！
消防団安全運転講習会を実施！
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★
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防 

団 

概 

要

都道府県名 大分県
消防団名 玖珠町消防団
実団員数 ４１４名〔うち女性団員４名〕
消防団事務局 〒８７９－４４９２

大分県玖珠郡玖珠町大字帆足２６８番地の５�
玖珠町役場　総務課　消防交通班
電話　０９７３－７２－１８９１
メールアドレス　syobo@town.kusu.oita.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３１年３月３日（日）
⑴�　班長以上現地教養訓練及び初任科訓練　８：４５～正午頃
　�　班長以上及び入団３年目以内を対象とした各個訓練や小隊訓練、服装
点検等を行う。入団３年目以内の団員についてはホース展張訓練も行う。 
⑵　中継訓練　１２：５５～１５：００
　�　正確かつ迅速に消火活動を行うために、実際の火災を想定し、河川や防
火水槽から火災現場までポンプを中継し放水する訓練。水利から数台の
ポンプで中継し、無線機を使って情報連絡を行い放水する。

場　　　所：⑴　玖珠川河川敷　　
⑵　各方面隊（分団）で選定をし、持ち回りで実施

対　　　象：⑴　各部の班長以上及び３年未満の団員
⑵  実施場所の方面隊（分団）のみ
※�⑴、⑵とも春・秋季火災予防運動週間に合わせて１日で行い、消防団幹部
のみどちらも参加をしている。

費　用　等：　幹部と事務局員分の昼食代のみ

特
記
事
項

　班長以上現地教養訓練及び初任科訓練では班長以上を対象とし、部の中心として、また
各部団員を指導する立場として知識及び技術の向上・習得を目的に実施している。
　中継訓練については玖珠町では実際の火災は年間に１０件前後で推移している状態で
あり、また小規模の火災がほとんどである。そのような現状で当訓練では中継距離も長く
河川等から揚水し放水までを行う為、若い団員を中心に貴重な経験となっている。今後も
継続的に行っていき、経験を積んでいきたい。

班長以上現地教養訓練及び
初任科訓練・中継訓練



第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
消
防
団
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
〉

第
Ⅲ
章

99

認知症サポーター養成講座

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 大分県
消防団名 津久見市消防団
実団員数 ４２１名〔うち女性団員１４名、機能別６名含む〕
消防団事務局 〒８７９－２４６１

大分県津久見市大字上青江３６１７番地の１�
津久見市消防本部　担当　庶務係
電話　０９７２－８２－５２１１
メールアドレス　tsu-shoubou@city.tsukumi.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年６月１６日（日）
場　　　所：　津久見市民会館会議室
目的・経緯：�　部長研修会を開催し研修の一環として、地域住民への見守り活動や認知

症の方の行方不明捜索活動に活かせるように津久見市役所長寿支援課の職
員の方を講師に招き、認知症サポーター養成講座を実施。

対　　　象：　団幹部・各部長（４３名）
費　用　等：　津久見市で実施している出前講座事業を利用のため費用なし
内　　　容：�　認知症を理解するために「認知症とは何か、認知症の症状、認知症の人へ

の支援方法」を学び、次に、対応の心得（３つの「ない」）である「驚かせない、
急がせない、自尊心を傷つけない」など、そのほか実例を基に認知症の方が、
どのような支援を必要としているか、認知症サポーターがどのような支援
をすることが出来るか等を学びました。そして、津久見市が行っている「い
るかネットワーク」（津久見市認知症見守り緊急ネットワーク）の中で消防
本部と連携しています。

特
記
事
項

　認知症の方が行方不明になった際の捜索および発見後の対応、災害時の避難誘導等を
行う際に、今回の認知症サポーター養成講座で学んだことを活かして活動したいと考え
ています。

★
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★
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要

都道府県名 愛知県
消防本部名 大府市消防本部
実団員数 １５３名〔うち女性団員８名〕
ＨＰアドレス https://www.city.obu.aichi.jp/
消防団事務局 〒４７４－００２３

愛知県大府市大東町三丁目２０２番地�
大府市消防本部　庶務課　庶務施設担当
電話　０５６２－４７－２２０７
メールアドレス　shomu-119@city.obu.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

内　　容：�　株式会社伊藤園は、消防団応援自動販売機を消防団と地域を結びつけるツー
ルと位置づけ、消防団の知名度アップ及び消防団員の確保に繋げることを目
的に平成２６年８月に東海三県初（全国４例目）となる消防団応援自動販売機
を大府市内の消防団詰所の全７か所と消防本部の計８か所に設置した。（複
数の業者にプレゼンをしていただいた結果、売り上げによる寄付率やラッピ
ングをしてもらえる等の付加価値の多い㈱伊藤園に決定。）
　本事業は、市民が直接、消防団を応援していただけるよう売り上げの１０％
が消防団の充実強化のため、大府市に寄附され、消防団員の確保など消防団活
性化事業として活用されるシステムとなっている。
　地域に消防団の情報や活動内容を発信できるよう応援自動販売機内に広告
用スペースを設けています。広告用スペースには、消防団員の確保のポスター
をはじめ、消防団からのお知らせなどを掲載している。

沿　　革：�　平成２６年８月６日　�　「㈱伊藤園」が消防団応援自動販売機を消防団詰所
の全７か所と消防本部の計８か所に設置

　平成２７年３月１日　�　「㈱伊藤園」が大府市で２例目となる大府市消防団
協力事業所に認定

　平成３１年３月１日　�　「㈱伊藤園」が大府市消防団協力事業所に再認定�
※大府市消防団協力事業所の認定に関する要綱第５
条に（消防団協力事業所表示証）表示の有効期間（２
年）、第５条の２に認定の更新について示しており、
それに基づいて再認定したもの。

特
　
記
　
事
　
項

・消防団応援自動販売機の特徴
　自動販売機のデザインは、消防団のアピール及び消防団員の確保に特化した専用の
ラッピングとなっている。

※消防団応援自動販売機による消防団員確保実績� 単位（人）
Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３0年度 合　計

１ １ １ １ １ ５
（「消防団応援自動販売機を見て入団した」との回答を頂いた人数）

消防団協力事業所との連携
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特
　
記
　
事
　
項

※消防団応援自動販売機による寄付額一覧� 単位（円）
Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３0年度 合　計
１６８，３２４ １９０，８６４ １８４，９８４ １６３，４８２ ７０７，６５４

　※活性化購入物品
　　ポケットティシュ、クリアファイル、のぼり旗、Ｔシャツ、ジャンパー、ティシュＢＯＸ

Ｔシャツ ジャンパー

　大規模災害時に長期間活動する消防団員の飲料を確保し、消防団活動を継続的に実施
できるよう、災害時のベンダー機能を有している。

・その他
　平成２７年度から大府市消防団消防操法大会に協賛いただき、飲料水の提供を受けて
いる。

団員デザインの
バックプリント
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要

都道府県名 静岡県
消防協会名 公益財団法人静岡県消防協会
実団員数 １９，３５４名〔うち女性団員４３０名〕
ＨＰアドレス http://www.shizuoka-shoboukyokai.or.jp/
消防団事務局 〒４２０－０８５３

静岡県静岡市葵区追手町４４番地の１�
公益財団法人　静岡県消防協会
電話　０５４－２２１－４１１９
メールアドレス　shizu-shoboukyokai@poppy.ocn.ne.jp

活
　
動
　
内
　
容

　平成31年３月８日、静岡県議会２月定例会では議員提出議案第１号「消防団の活動に
協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例」が原案ど
おり可決成立し、適用期間が同年４月１日から３年間延長されました。
　本条例は、円滑かつ安定的な消防団の活動の確保を図るため、一定の要件を満たした事業
所等の法人事業税や個人事業税を軽減するもので、平成24年４月から実施されています。
　消防団に対する事業所等の理解が深まることにより、消防団員の活動環境の改善や、消
防団への加入促進が期待されています。

【対象となる事業所】
・�県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等のすべてが県内市町の「消防団協力事業所表
示制度」の認定を受けていること。
・�県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が１人以上（出資金の額が１億円を
超える特別法人にあっては３人以上）いること。
・�消防団活動に配慮した就業規則等を整備していること。
【控除内容】
・�事業税額の1/2に相当する額を控除（100万円を限度）
　※�平成28年３月31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と平成27年までの所得に対して課税され

る個人の事業税の控除限度額は10万円となります。

【控除実績（平成30年度）】
・�控除件数　個人35件、法人173件
・�控除金額　個人6,425,600円、法人99,659,200円

消防団の活動に協力する事業所等を
応援する県税の特例について
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消 

防 

団 
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要

都道府県名 奈良県
消防団名 生駒市消防団
実団員数 １９３名〔うち女性団員員２０名〕
ＨＰアドレス https://www.city.ikoma.lg.jp/category/15-16-0-0-0.html
消防団事務局 〒６３０－０２５２

奈良県生駒市山崎町４番１０号�
生駒市消防本部　総務課　企画庶務係
電話　０７４３－７３－０１１９
メールアドレス　syoubou-somu@city.ikoma.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

制 度 概 要：�　生駒市消防団員が本事業に賛同する市
内とその近隣の店舗等を利用した際に「生
駒市消防団応援の店利用カード」を提示す
ることにより、料金の割引やポイントの加
算など、様々なサービスの提供を受けられ
る制度で、地域防災の中核として活躍して
いる消防団員を応援する事業です。

期　　　間：　平成３１年３月１日（金）から事業開始
場　　　所：　生駒市近隣
目的・経緯：�　地域における消防団活動への理解や認識

を高めることで、消防団員の加入促進や、士
気の高揚を図り、ひいては地域防災力の向
上に繋げることを目的としています。

対　　　象：　生駒市消防団員　１９３名
費　用　等：　予算措置なし

特
　
記
　
事
　
項

【団員の反響】
　「生駒市消防団応援の店」事業の取り組みについて、全団員にアンケート調査を実施し
た結果、「消防団の存在と日常の活動を市民にアピールできる」といった好意的な意見が
多数を占めていることから、消防団員の士気の高揚に繋がっていると考えています。
【今後の検討課題】表示証の交付
　登録店舗の増加だけでなく、「生駒市消防団応援の店」から近隣市町村と連携した「広
域的な消防団応援の店」として事業を拡大していきたいと考えています。

消防団応援の店 表示証 表示証の交付（登録店舗第１号）

★

「生駒市消防団応援の店」事業

生駒市消防団応援の店お知らせ
（チラシ）
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「消防団応援の店
キックオフイベント」を実施！ ★

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 福岡県
消防団名 大牟田市消防団
実団員数 ６８２名〔うち女性団員員３１名〕
ＨＰアドレス http://artproducts.thick.jp/omuta-vfd/
消防団事務局 〒８３６－０８４４

福岡県大牟田市浄真町４６番地�
大牟田市消防本部　総務課　消防団係
電話　０９４４－５３－３５２２
メールアドレス　e-syoubousoumu@city.omuta.fukuoka.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年８月２５日（日）１３：００～１６：００
場　　　所：　イオンモール大牟田
目的・経緯：�　大牟田市では平成３０年７月から「大牟田市消防団応援の店」を開始しま

した。
　令和元年８月にイオンモール大牟田のテナント７５店舗が新たに加入し
たことで消防団応援の店をＰＲすると共に消防団加入促進のためのイベン
トを実施しました。

内　　　容：　子供たち向けのイベント内容を以下の通り行ないました。
・防災○×ゲーム
・放水体験 
・消防車への体験 
・消太くんとのじゃんけん大会

特
　
記
　
事
　
項

　夏休み最後の日曜日だったこともあり、家族連れのお客さんも多数来場して頂き大い
に賑わいました。大牟田市消防団では初めてのイベントだったこともあり、多くの市民の
皆様に消防団の活動や消防団を認識される良い機会になったと思います。
　また、今回のイベントで１０９店舗から１８４店舗となりました。大型店は個別に対応
が困難なため各テナントへの制度説明を周知することが非常に苦慮しました。しかし、イ
ベントの効果もあり、問い合わせが多くなり、登録店も増加しています。
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★

消防団女性団員による外国人に対する
救命講習の実施

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 北海道
消防団名 羊蹄山ろく消防組合倶知安消防団
実団員数 １３０名〔うち女性団員員１０名〕
ＨＰアドレス https://www.yotei-fd.jp/kakusyo/kutchan
消防団事務局 〒０４４－０００３

北海道虻田郡倶知安町北３条東４丁目１番地３�
羊蹄山ろく消防組合倶知安消防署　消防団係
電話　０１３６－２２－１０８９
メールアドレス　ku-shobodan@yotei-fd.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年６月１３日（木）午前１０時～１２時
場　　　所：　羊蹄山ろく消防組合消防総合庁舎２階会議室
対　　　象：　外資系コンドミニアム管理会社の従業員２４名（全員外国人）

【指導】倶知安消防団団本部女性部２名
内　　　容：�　羊蹄山ろく消防組合倶知安消防団（瀬尾武志団長）では、令和元年６月

１３日（木）に倶知安町内の外資系ホテルコンドミニアム企業の外国人従業
員２４名に対して女性消防団員の指導により普通救命講習を実施しまし
た。講習内容は英語によるスライドと実技で実施し、最後は英語での講習内
容のペーパーテストも実施しました。
　現在、倶知安消防団では、英語を話せる女性団員はいませんが、資料から
事前確認した簡単な英単語を駆使してコミュニケーションした事で、日本
人と比べ質問が活発になされ、中身の濃い講習となりました。
　倶知安消防署で救命講習を受講する外国人は、２０１９年の統計で８１
人が受講しており、その数は年々増加しています。
　倶知安消防団は定員１３０名のうち女性消防団員が１０名おります。普
通救命講習は女性消防団員の協力指導により実施しており、今後は受講者
に外国人がいれば、外国人消防団員にも救命講習会のサポートに入っても
らう計画です。
　また、外国人受講生ではありませんが、昨年度の受講生で実際に２件、心
肺停止の患者に対してＡＥＤを使用した救命処置を実施した結果２名とも
完全な社会復帰に至った事案がありました。今後も女性消防団員の活躍に
期待します。
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要

都道府県名 新潟県
消防協会名 公益財団法人新潟県消防協会
実団員数 ３６，６５７名〔うち女性団員員７４９名〕
ＨＰアドレス http://www.niigata-syoukyou.or.jp
消防団事務局 〒９５０－０９６５

新潟県新潟市中央区新光町１５番地２　新潟県公社総合ビル内
電話　０２５－２８５－８７６７
メールアドレス　syoukyousin1008@sage.ocn.ne.jp

活
　
動
　
内
　
容

　令和元年１０月２６日（土）、新潟県糸魚川市において、新
潟県女性消防団員活性化大会糸魚川大会を開催しました。
この大会は、全国女性消防団員活性化大会に参加する団が
限られている本県の現状を踏まえ、県内レベルで女性団員
が一堂に集う機会を設けることを目的に平成２７年度から
隔年で開催し、今回で３回目を迎えることとなりました。
　当日は、約１８０名の女性消防団員（全体約３００名）が
参加しました。今回の大会では、第２４回全国女性消防操法
大会に出場する南魚沼市女性消防隊の出場挨拶のほか、新
潟市及び長岡市の女性消防団員による日々の活動事例の発
表が行われました。
　南魚沼市女性消防隊の出場挨拶では、第２０回全国女性
消防操法大会で準優勝した地元糸魚川市女性消防団員から
のエールと共に、会場も一体となって盛大な激励が送られ
ました。
　また、講師に総務省消防庁消防団等充実強化アドバイ
ザー（東京都赤羽消防団副団長）の小澤浩子氏をお迎えし、
日本消防協会主催の「新時代に対応した消防団運営のあり
方に関する講座（出前講座）」による講演をいただきました。
　引き続き、会場を移して情報交換会を開催しました。
　今回は各テーブルに複数の団が同席するよう事前に配席
し、また、開催地区の地元消防関係者をホスト役として席に
つけたところ、まさに地域を越えた交流が行われ、会は盛大
な盛り上がりをみせました。

特
記
事
項

　大会は今回で３回目を迎えましたが、回を重ねる
毎に、他の市町村の女性消防団員の活動状況を把握
しようとする積極的な交流が図られてきています。
　実行委員の皆様、大変お疲れ様でした。

★新潟県女性消防団員活性化大会
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都道府県名 千葉県
消防団名 四街道市消防団
実団員数 ２５７名〔うち女性団員員１３名〕
ＨＰアドレス http://www.city.yotsukaido.chiba.jp
消防団事務局 〒２８４－０００３

千葉県四街道市鹿渡９３４番地２６�
四街道市消防本部　総務課　総務（係）
電話　０４３－４２２－２４７５
メールアドレス　yshobosomu@city.yotsukaido.chiba.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　平成３１年１月１２日（土）
場　　　所：　四街道市消防出初式
内　　　容：�　四街道市女性消防団員は１３名

で活動しており、普段の活動では地
域住民に対する応急手当指導や、防
火防災意識の啓発のための活動、災
害時には被災者への救護、災害活動
の後方支援等、多岐にわたり活動し
ています。このような活動の中で、
女性消防団員の活躍の場をさらに広げようと、男性団員と同じ資機材を使
用し、小型ポンプ操法を消防出初式で披露しました。
　前年から準備を開始し、まずは、資機材を持つ体力を養うため、仕事等を
終えた夜間に集まり体力錬成から始めました。そして段階的に消防操法の
動きにシフトし、消防職員の指導のもと、訓練を重ねてきました。
　消防出初式では大勢の来場者が見守る中、消防団長に操法開始の報告の
後、これまでの訓練を通じて得られた消防技術、世代に関係なく築かれた仲
間との絆のもと、一致団結した小型ポンプ操法を披露し、来場者から大きな
喝采が送られました。

特
記
事
項

　日頃市民が消防団員を目にする機会は少ないかもしれません、市民が集まる所でこの
ような活動を披露することにより、消防団員をもっと身近に感じてもらい、入団促進につ
ながることを期待しています。
　また、近隣市町の女性消防団員の方々からは、「ぜひ、私たちもやってみたい！」という
声も聞かれました。

女性団員による小型ポンプ操法披露
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都道府県名 茨城県
消防団名 阿見町消防団
実団員数 ３０６名〔うち女性団員員９名〕
ＨＰアドレス http://www.town.ami.lg.jp/category/1-4-3-0-0.html
消防団事務局 〒３００－０３９２

茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号�
阿見町役場　町民生活部　防災危機管理課　消防係
電話　０２９－８８８－１１１１
メールアドレス　bosaikikikanrika-ofc@town.ami.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

　阿見町消防団女性部は、火災予防や防災に関する啓
発を中心に活動しています。
【防火・防災教室】
　日本消防協会主催の消防団幹部候補中央特別研修で
学んだ、アメリカ式の防火教育を取り入れたもので、町
内の幼稚園や児童館、小学校などで行っています

【非常時持ち出し品の啓発】
　２０１１年の東日本大震災を契機に、災害へ備える
ことの大切さを広めるため、地域の防災訓練などで
行っています。団員手作りの「非常時持ち出し品リス
ト」冊子の配布や、参加された皆さんと一緒にゴミ袋を
使った雨合羽作りを行うなど、災害対策を身近な事と
して感じていただけるように工夫しています。

【消防団活動のＰＲ《常備消防新任消防士対象》】
　茨城県立消防学校において、消防士１年生の初任科
の授業を一部担当しています。講義では消防団活動の
紹介を、実技では幼児向けの防火・防災教室を行い、こ
の先様々な現場で活動を共にする消防団員への理解を
深めていただいています。

【入団促進活動】
・高校生対象
　学校主催の防災訓練において１、２年生は消防署
員指導による消火器の取扱いや煙体験の訓練を行
い、３年生は消防団女性部による防火・防災教室を
行っています。未来の消防団員となる高校生へ、消防
団のＰＲ活動も行っています。
・大学生対象
　茨城県消防協会や茨城県職員と一緒に、入学式で
大学生への入団促進を行っています。

女性消防団員による啓発活動
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都道府県名 岐阜県
消防団名 関市消防団
実団員数 １，１６６名〔うち女性団員員２９名〕
ＨＰアドレス http://www.city.seki.lg.jp/category/4-20-0-0-0.html
消防団事務局 〒５０１－３８９４

岐阜県関市若草通３丁目１番地�
関市役所　市長公室　危機管理課　消防係
電話　０５７５－２３－７７３６
メールアドレス　kiki@city.seki.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

　関市消防団には、平成１７年に全国女性消防操法大会出場をきっかけに結成された板
取女性団員（７名）と、平成２８年度に結成された市内各企業より選出のＴ－ＳＥＬＦ（企
業別女性団員）（１５名）の、２つの女性消防団員の組織が存在していて、それぞれ別々に
活動していました。
　しかしながら、近年女性ならではのソフトな面を活かした防火普及啓発活動や、女性目
線での被災者支援・避難所運営支援など、消防団活動における女性消防団員の重要性が
高まってきており、また、新たな一般公募の女性が入りやすい環境を整備する必要性が出
てきました。そのため、消防団幹部、板取女性団員、Ｔ－ＳＥＬＦ（企業別女性団員）が協議
を重ね、女性消防団員制度のさらなる活性化を目指し、２つの組織を統合して令和元年
１０月１日付けで関市消防団女性分団を発足しました。
　そして、令和元年１０月６日（日）に、関市の「わかくさ・プラザ　多目的ホール」におい
て女性分団の結団式が挙行され、女性
消防団員による人員報告や力強い宣
誓を行い、結成記念の纏を受け取りま
した。
　また結団式終了後は、「総務省消防
庁　消防団等充実強化アドバイザー」
である、三重県津市消防団　津方面団
デージー分団長の櫻川政子様による
基調講演を開催し、女性消防団員とし
ての活動や魅力についてお話してい
ただきました。

特
　
記
　
事
　
項

　女性のみで組織される分団設立は、関市初で県内では３番目です。
　今後は以下の活動への参加を通して、地域及び企業の防災リーダーとして活躍をして
いければと考えています。
①�市民に対する防災講習、避難所運営補助活動などにおける、女性ならではのソフトな
面を活かした活動
②式典など消防団行事での司会や事務局サポート
③火災や捜索などを含めた災害時の後方支援活動
④地域及び企業内での防火・防災リーダーとしての活動
⑤消防団のＰＲ活動

★

関市消防団　女性分団の発足
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★

「今、できることでの懸け橋に・・・」

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 山口県
消防団名 岩国市消防団
実団員数 １，４９２名〔うち女性団員員７１名〕
消防団事務局 〒７４０－００３７

山口県岩国市愛宕町一丁目４番１号　�
いわくに消防防災センター３階　岩国市役所危機管理課�
担当　消防班
電話　０８２７－３４－００１９
メールアドレス　kikikanri@city.iwakuni.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

　岩国市の西部に位置する玖珂町は、山陽自動車道玖珂インターチェンジを中心とした
交通の要衝でベッドタウンとして発展し、人口は１０，６８９人である。
　消防力は玖珂方面隊員８９名（うち女性団員９名）、消防ポンプ自動車２台、および積載
車６台、Ｂ級ポンプ６台、Ｃ級ポンプ２台を配備し対応している。
　平成３０年７月豪雨の後、同年１０月に岩国市消防団初の女性分団「さくら分団」が発
足した。同分団の末川智子分団長は、７月豪雨の経験を踏まえ、女性目線の消防防災活動
でまちの平和を守っている。
【活動内容】
　平成３０年７月豪雨の被災地で、地域住民と共に必死で土砂撤去等の対応を行った経
験や地域の実情を踏まえ、女性分団として、子供や高齢者への啓発活動を中心に、女性な
らではの目線でまち全体の防災意識を高めようと活動を行っている。
　火災現場での後方支援や行方不明者の捜索活動のほか、消防団行事である消防出初式
や消防操法大会の運営、救命講習会の受講、放課後児童教室での寸劇や高齢者施設での防
災講話等の啓発活動を行っている。子供向けの寸劇では、団員が家庭で不要となった物を
活用し、花火や消火器等の小道具を作成。高齢者向けの防災講話では、高齢者にもわかり
やすいパネルを手作りで作成し、好評を得ている。また、災害時要援護者は移動や情報伝
達、状況の理解が困難であるため、車いすの介助方法、視覚障がい者の移動介助、聴覚障が
い者への情報伝達手段である
手話の習得等の活動を精力的
に行っている。
　さくら分団としての活動は
まだ始まったばかりだが、有
事の際には、日頃の行動の積
み重ねが地域を守ることに繋
がるという意識のもと、末川
分団長以下団員全員で日々、
全力で活動に取り組んでい
る。
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活
　
動
　
内
　
容

特
　
記
　
事
　
項

　地域に密着した啓発活動を行った後、消防車に手を振ってくれる親子連れや、女性団員
に声をかけてくれる人が増えたこと、口コミで児童施設や高齢者施設での啓発活動が広
まったことにより、地域住民の防災意識の高揚を図ることができたと感じている。
　また、女性団員自らも日頃から地域の危険箇所の確認を行ったり、買い物の行き帰りの
際にＡＥＤの設置場所を確認したり、避難所での生活支援に活用するため非常食の調理、
試食を行ったりと活動意欲も向上していると感じる。
　今後も、人とのつながりを大切にし、地域で助け合いながらさくら分団としての活動を
継続していくことで、一人でも多くの人に防災に対する意識を持ってもらい、災害に強い
まちにしたいと考えている。
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★
全国女性消防団員活性化青森大会での
展示発表

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 大分県
消防団名 竹田市消防団
実団員数 ８２６名〔うち女性団員１１名〕
消防団事務局 〒８７８－００１１

大分県竹田市大字会々２７４２－１�
竹田市消防本部　庶務課　担当　消防団係
電話　０９７４－６３－０１１９
メールアドレス　uchina-yosuke@city.taketa.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　令和元年９月１９日（木）
場　　　所：　青森県青森市マエダアリーナ
目的・経緯：�　竹田市消防団女性部の結成からの

取り組みを、全国の消防団員に知って
もらうため

対　　　象：　消防団員（全国）
費　用　等：　１２，０００円

特
　
記
　
事
　
項

　今回の発表形態としてＳＮＳで使用されているラインをモチーフに作成しました。
　ラインの内容は、平成２６年の女性消防団員発足式からの女性団員の活動内容を女性
団員が書き込んだ形式で作成しています。その書き込みには活動の写真も掲載し、活動内
容が分かりやすいようにしています。また、ユーチューブのＱＲコードを名刺サイズの用
紙に記載し、それを配布物として展示場所に設置しました。展示物及び配布物ともに見学
者からは好評で、ＱＲコードを記載した配布物は多くの見学者の方が持ち帰っていまし
た。
　さらに、動画上映も実施し、その中の成人式での団員募集の取り組みについては質問も
頂き、活性化大会に参加されていた女性団員の関心も大きかったです。
　今後の活動としましては、今回の展示発表を多くの市民の方に見ていただけるような
工夫を考えていきたいと思います。
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★バルーンでＰＲ！
私たちは佐賀市消防団女性部です！

消 

防 

団 

概 

要

都道府県名 佐賀県
消防団名 佐賀市消防団
実団員数 ３，７４６名〔うち女性団員員１０８名〕
ＨＰアドレス https://www.city.saga.lg.jp/main/103.html
消防団事務局 〒８４９－８５０１

佐賀県佐賀市栄町１番１号�
佐賀市役所 総務部 消防防災課 消防係
電話　０９５２－４０－７０１５
メールアドレス　shouboubousai@city.saga.lg.jp

活
　
動
　
内
　
容

実　施　日：　２０１９年１１月２日（土）、３日（日）
佐賀インターナショナルバルーンフェスタ（１０/３１～１１/４）

場　　　所：　佐賀市嘉瀬川河川敷
目的・経緯：�　佐賀市消防団でも女性団員が活動していることを知ってもらうため、毎

年数十万人が訪れるバルーンフェスタのボランティアスタッフとして参加
している。バルーンの立ち上げから撤収までスタッフとして活動し、その後
は会場内清掃活動のボランティアも行う。活動服で規律ある活動を行う女
性の団員達の姿は訪れた方々の目を引きつけ、女性消防団のＰＲに大きな
効果を上げている。

内　　　容：�　この活動は、佐賀市消防団中部方面隊女性部初代部長、山本氏が「女性消
防団を是非ＰＲしたい。大勢が訪れるバルーンフェスタは絶好の機会。」と
発案し、周囲への働かけを続けたことで平成２０年の１１月に実現した。
　当初は数人の参加のみであったが、参加した団員や、活動をみた市民の反
応が好評であった為、年々参加団員が増加していった。佐賀市消防団の他の
方面隊の女性団員も参加を希望するようになり、今年は３０名を超える参
加者となった。

早朝の集合 活動指示を行う山本部長
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活
　
動
　
内
　
容

バスケット立ち上げ 球皮の展張

球皮立ち上げ作業 体験搭乗補助

バルーンファンタジア撮影補助 球皮の収納

活動終了 活動後、会場内清掃ボランティア

特
記
事
項

　バルーンスタッフの際は、会場ＭＣから声を掛けられ、清掃活動でも会場アナウンスが
あるなど、視覚だけでなく、聴覚に訴えたＰＲもできている。
　訪れた観客には、活動服を身にまとい、活発な活動を行う女性消防団員がＰＲできると
共に、参加した団員は、佐賀市特有のイベントにおける活動で充実感を得られるなど、消
防団内外にプラスとなる活動で今後も継続していく予定である。
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その他の活動事例

分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

訓
練
災
害
活
動

宮城
涌谷町
消防団

【ポンプ中継送水訓練】
近隣に水利がない山林火災等の発生時に必要不可欠な技術を身
につけることを目的に実施しました。当日は３台から４台のポ
ンプを中継し、各班に無線で放水開始の確認をするなどの訓練
を行い、１８０名の団員が参加しました。

栃木
佐野市
消防団

【佐野市常盤地区土砂災害・防災訓練】
土砂災害警戒区域等において、住民参加による実践的な訓練を
実施しました。訓練では、地元分団ならではの土地勘を生かした
広報活動及び避難誘導や避難者数の伝達など、住民の安全確保
に向けた一連の訓練を行った結果、住民や関係機関との連携が
深まり、防災力の向上につながりました。

兵庫
豊岡市
豊岡消防団

【メモリアル水防訓練】
平成１６年に発生した台風２３号による被害を受け、記憶の風化
防止や水防技術及び水防災意識の向上を図ることを目的に、毎年
実施しています。地域住民や次世代を担う生徒たちに、消防団の
活動を知っていただく良い機会となり、また、水防技術を指導す
る立場となる消防団員のスキルアップにもつながっています。

和歌山
高野町
消防団

【消防団と自主防災組織合同放水訓練】
消防団の強化とともに、自主防災組織等の活動を活性化し地域
防災体制の強化を図るため、自主防災組織と合同で訓練を実施
しました。町内会に設置された消防ホース（自主防災組織が管
理）を用いた放水訓練などを実施し、防災意識の向上につながり
ました。

愛媛
上島町
消防団

【消防団林野火災対応訓練】
林野火災における消火活動では中継送水と水利確保が重要とな
ることから、消防団と消防署とで連携強化を図るため、平成２７
年から合同訓練を実施しています。いつ起こるかわからない災
害に備えて訓練を行うことで、地域住民へのアピールをし、減少
傾向である消防団員の確保につなげたいと思います。

長崎
長与町
消防団

【長与町消防団小型ポンプ操法大会】
第３５回長崎県消防ポンプ操法大会における西彼杵分会の出場
分団の選考会も兼ねて小型ポンプ操法大会を実施しました。大
会までの間、ほぼ毎日、操法や礼式の訓練を行った結果、火災現
場における放水までの時間短縮や基本技術の向上につながりま
した。

大分
日出町
消防団

【令和元年度大分県・東部地区総合防災訓練】
日出町藤原赤松区の一部を土砂災害による孤立集落に見立て、
防災関係機関、役場災害対策本部との連携による総合防災訓練
を実施しました。今回の訓練では、様々なノウハウやスキルを持
つ複数の関係機関が連携することにより、災害状況に応じた効
果的な防災活動を行えることが再認識できました。
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分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

訓
練
災
害
活
動

大分
由布市
消防団

【一般救命講習】
消防職員を講師として招き、胸骨圧迫や人工呼吸、AEDの取扱
い、止血方法等の講習を定期的に行っています。団員が管内で救
命措置を行った事案は発生していませんが、継続的に講習を行
うことで知識及び技術の向上を図り、災害活動のみならず、負傷
者の応急手当も実施できるよう取り組んでいきたいと考えてい
ます。

防
災
教
育

宮城
松島町
消防団

【松島町防災キャンプにおける防災教育】
町内小中学校の生徒を対象とした防災教育の一環として、参加
者に消防団の活動を紹介するとともに、実際に消防団車両に搭
乗し、日頃災害時等に行っている広報活動を経験してもらいま
した。参加者からは、「普段何気なく見ていた消防団の活動を実
際に体験したことで、消防団の重要性を認識できた。」と大変好
評でした。

宮城
仙台市
泉消防団

【小学校のイベントで消防の魂を伝承！】
小学校PTA主催のイベントにおいて、小型動力ポンプ付積載車
の展示や児童、保護者、教員を対象とした乗車体験を実施しまし
た。普段、触ることができない資機材に触れたり、積載車に乗車
したりすることで、消防団をより身近に感じ、興味を持ってもら
うことができました。

広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動

宮城
塩竈市
塩竈消防団

【防災・減災フェスティバルin塩竈】
団員確保の一環及び消防団のPRの場として開催しました。会場
では、自主防災組織対象の講演会のほか、放水やロープワーク等
の防災体験コーナーを実施し、スタンプラリー形式で様々な体
験ができるようなものとしました。

宮城
利府町
消防団

【出初式による活動PR】
利府町消防団にとって一大行事である出初式には、消防団員を
含め２００名以上が参加します。観閲行進やはしご乗り演技、可
搬ポンプによる一斉放水を本団及び全８分団で実施しますが、
一般観覧者には紅白餅と団員募集チラシの入ったポケット
ティッシュを配布し、PR活動も行っています。

消
防
団
員
確
保
対
策

群馬
伊勢崎市
消防団

【消防団確保に向けて】
伊勢崎駅高架下の自由通路広告掲示板において、消防団加入促
進DVDのモニターを上映するとともに、ポスターの掲示及びパ
ンフレットの配布を行いました。消防団員の活動を市民に知っ
てもらう取組みとして、今後も定期的に市民への広報活動を
行っていきます。

徳島
板野東部
消防組合
消防団

【高校生・大学生を対象とした消防団１日活動体験】
県内在住の高校生と大学生２１名に参加してもらい、消防団の
役割、制度及び活動についての講義、また、消防礼式訓練、放水訓
練及び消防ポンプ自動車の操作訓練を行いました。体験者から
は、「また参加したい。」「消防団員に興味を持った。」との声が
聞かれ、好評の中、終えることができました。
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分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

消
防
団
員
確
保
対
策

福岡
大牟田市
消防団

【県内初！学生機能別分団設立！】
若年層の段階から消防団活動への理解を促進すること、また、若
年層を主体に消防団PRができるよう学生機能別分団を設立し
ました。このことにより、若年層の柔軟な思考を活用したあらゆ
る消防団PRを発信できるようになり、幅広い世代への働きかけ
を行っています。

鹿児島
鹿児島市
消防団

【学生機能別分団の創設】
将来の地域防災の担い手を育成し、地域防災力の強化に繋げる
ことを目的に、令和元年６月１日、学生機能別分団の任用を開始
しました。同年８月に鹿児島市で開催された「サマーナイト大花
火大会」では、会場内４か所の救護所に学生機能別分団員２４名
が配置され、警戒巡視等を行ったほか、傷病者の搬送補助を行い
ました。

組
織
・
装
備
の
強
化

宮城
気仙沼市
消防団

【気仙沼市消防団バイク隊】
大規模災害時における災害情報の収集及び伝達の充実・強化を
図るため、平成１８年３月に気仙沼市消防団バイク隊を設置し
ました。月２回程度の走行訓練のほか、年に１回程度、市内自動
車学校で安全運転講習を実施しており、バイク隊導入による消
防団のイメージアップを図るとともに、団員確保につなげるこ
とも目的としています。

教
育
訓
練

北海道

檜山広域
行政組合
今金町
消防団

【今金町消防団幹部研修会（S-KYT研修）】
訓練時や災害活動時の事故防止を図るため、消防団員等公務災
害補償等共済基金の協力のもと、S-KYT（消防団危険予知訓練）
研修を実施しました。研修では指差し呼称の重要性を再認識す
る機会ともなり、受講した幹部団員からは、今後は自分たちが指
導者として部下団員に指導していきたいとの意見が多くありま
した。

石川
輪島市
消防団

【輪島市消防団員教育講習】
機関員又は機関員を予定している１８名の団員を対象に、消防
ポンプ自動車の構造と取扱い、機関運用における知識の習得と
技能の向上、災害における消防団の役割や活動について、講習を
行いました。本講習を行い、専門的な知識や技能の向上を図るこ
とで、機関員が消防ポンプ自動車の機能を十分に発揮できるよ
う努めています。

鳥取

公益
財団法人
鳥取県
消防協会

【鳥取県消防団員防災研修会】
県消防学校と合同で防災研修会を実施しました。研修会では、愛
知県豊橋市消防団長から豊橋市消防団の取組みについての講演
をいただいた後、グループごとに地域活動への参加状況や消防
団のＰＲ等について話し合った結果を発表し、講師から講評し
てもらいました。

大分
宇佐市
消防団

【公務災害０を継続するためS-KYT訓練を行いました！】
　消防団活動時において危険予知ができるようになることが公
務災害防止につながるため、消防団員等公務災害補償等共済基
金の助成・後援を受け、定期的に開催しています。実技では班ご
とに分かれて現場に潜む危険に対してどのように対処すればよ
いか、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行わ
れました。
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分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

教
育
訓
練

大分
国東市
消防団

【災害発生！その時どうする？～地域防災の防人として～】
災害から地域を守る方法を学ぶことを目的として、大分大学の
減災・復興コーディネーターである板井幸則さんを招き、国見
方面隊・国東方面隊合同での研修会を実施しました。参加した
団員からは、「自助を住民任せにするのではなく、自助の方法を
周知することも必要。」との意見も聞かれました。

消
防
団
協
力
事
業
所

北海道

北見地区
消防組合
訓子府
消防団

【北海道消防団応援の店事業所数は北海道内でトップ５】
「北海道消防団応援の店」は北海道と（公財）北海道消防協会が連携し、平成２９年
１０月１日から制度を開始しましたが、このたび、訓子府町商工会へ協力を依頼し、
平成２９年１２月に９事業所の登録がありました。令和２年１月末現在は、１５事
業所に協力いただいており、今後も協力事業所を増やしていきたいと考えていま
す。

静岡
磐田市
消防団

【磐田市消防団応援の店】
現在、磐田市消防団応援の店は３１店舗に賛同いただいており、
団員の反響も良く、「利用している」との声を聞きますが、その
反面、利用できる店舗が少ないなどの意見もあります。このこと
から、賛同いただく店舗を増やすため、市広報誌への掲載や掲示
物の作成を行うとともに、未賛同店舗を個々に訪問するなどの
取組みをしていきます。

女
性
消
防
団
員
の
活
動

宮城
栗原市
消防団

【女性消防団員意見交換会】
通常の幹部会議では女性団員の意見を聞き取りする機会がない
ことから、団長、副団長及び各地区の女性団員約３０名による意
見交換会を実施しました。栗原市消防団演習において、女性小隊
を編成し部隊訓練を実施することとなったのは、この意見交換
会での提案によるもので、活発な意見交換が士気高揚にもつな
がっています。

宮城
七ヶ浜町
消防団

【女性団員小型ポンプ操法訓練】
女性団員による初めての小型ポンプ操法訓練を実施しました。
これは、災害の教訓をもとに更なる防災力の向上を図るために
は、女性団員としてもっとできることがあるのではないか、とい
うことを日々話し合ってきた結果、実施に至ったもので、今後も
女性団員としての活動範囲を広げていけるよう訓練に取り組み
たいと考えています。

徳島
海陽町
消防団

【第２４回全国女性消防操法大会に向けた訓練】
徳島県代表として、５月から週２回の訓練を重ね、お互いの苦労
と理解を深めるために他番員の行動を経験するなど、チーム
ワークを重視した訓練を取り入れてやってきました。仲間との
絆を深め合いながら訓練できたことは、今後の地域活動にも反
映できるものと考えています。

長崎
平戸市
消防団

【女性消防団による消防団入団促進・住宅用火災警報器設置推
進活動】
女性消防団員により、「平戸港夏祭り」の来場者に対し、消防団
員募集及び住宅用火災警報器の設置推進に係るうちわを配布し
ました。作成した３００枚のうちわを全て配布することができ、
高い広報効果がありました。
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　日本消防協会では、消防団員の確保や消防団組織の充実強化、活性化を一層促進してい
くことを目的に、全国各地へ講師を派遣し、団員確保対策、組織運営、住民への啓発指導、
災害対応などに関する具体的な方策について講座（出前講座）を開催し、今年度は、計
２５回実施いたしました。
　また、最前線で活動する消防団員や防災関係者と講師が意見を交換する場を設けること
により、今後の消防団運営の一層の活性化に役立てたいと考えています。

島根県　大田市消防団
団長　中田　正敏　氏

埼玉県消防協会第２ブロック連絡協議会
顧問　内村　良一　氏

（一社）リスクウォッチ
代表　長谷川　祐子　氏

東京大学大学院　工学系研究科都市工学専攻
准教授　廣井　悠　氏

新潟県　糸魚川市消防団
団長　斉藤　直文　氏

熊本県　西原村消防団
前団長　馬場　秀昭　氏

元東京消防庁　丸の内消防署長
谷口　由美子　氏

（一財）消防防災科学センター
図上訓練指導員　中村　敏一　氏

2019年度　新時代に対応した
消防団運営のあり方に関する講座

（出前講座）
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兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科
准教授　阪本　真由美　氏

東京都　赤羽消防団
副団長　小澤　浩子　氏

（公財）長野県消防協会
参与　五十嵐　幸男　氏

（出前講座の様子）

茨城県　阿見町消防団
部長　山本　みゆき　氏

東北福祉大学
兼任講師　後藤　一蔵　氏

総務省消防庁消防大学校
客員教授　日野　宗門　氏
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各講座実施状況

実施日・場所 演題・講師

1 令和元年 6月 2日（日）
長野県

『「地域を愛し、地域から愛される消防団をめざして」～団が一つになった団員確保の
取り組みについて～』
島根県　大田市消防団　団長　　中田　正敏　氏

2 令和元年 6月 30 日（日）
福岡県

『災害対応と消防団の活性化』
（公財）長野県消防協会　参与　　五十嵐　幸男　氏

3 令和元年 8月 24 日（土）
埼玉県

『糸魚川市駅北大火からの教訓 ～消防団はどう活動したか 大火から得た現状と課題～ 』
新潟県　糸魚川市消防団　団長　　斉藤　直文　氏

4 令和元年 8月 25 日（日）
兵庫県

『消防団が創る未来（あした）の防災』
元東京消防庁　丸の内消防署長　　谷口　由美子　氏

5 令和元年 10 月 4 日（金）
栃木県

『これからの都市防災』
東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻　准教授　　廣井　悠　氏

6 令和元年 10 月 26 日（土）
新潟県

『パワー全開！女性消防団員 ～活動の充実強化と課題～ 』
東京都　赤羽消防団　副団長　　小澤　浩子　氏

7 令和元年 10 月 27 日（日）
奈良県

『地域における防災活動プラン』
元東北福祉大学　兼任講師　　後藤　一蔵　氏

8 令和元年 11 月 16 日（土）
山口県

『消防団が創る未来（あした）の防災』
元東京消防庁　丸の内消防署長　　谷口　由美子　氏

9 令和元年 11 月 17 日（日）
石川県

『糸魚川市駅北大火からの教訓 ～消防団はどう活動したか 大火から得た現状と課題～ 』
新潟県　糸魚川市消防団　団長　　斉藤　直文　氏

10 令和元年 11 月 30 日（土）
和歌山県

『女性の力を活かした防災』
茨城県　阿見町消防団　部長　　山本　みゆき　氏

11 令和元年 12 月 1 日（日）
宮城県

『図上型防災訓練の手法等』
（一財）消防防災科学センター　図上訓練指導員　中村　敏一　氏

12 令和元年 12 月 1 日（日）
鳥取県

『誰もが参加できる災害に強い地域づくり』
兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科　准教授　　阪本　真由美　氏

13 令和元年 12 月 6 日（金）
秋田県

『米軍基地で学んだ米軍安全文化と危機管理』
（一社）リスクウォッチ　代表　　長谷川　祐子　氏

14 令和元年 12 月 8 日（日）
三重県

『災害図上訓練ＤＩＧ（水害版）防災ワークショップ』
（一財）消防防災科学センター　図上訓練指導員　中村　敏一　氏

15 令和元年 12 月 8 日（月）
茨城県

『災害対応事例と消防団活動』
熊本県　西原村消防団　前団長　　馬場　秀昭　氏

16 令和元年 12 月 12 日（木）
大分県

『近年の地震災害・風水害の特徴と消防団』
総務省消防庁消防大学校　客員教授　　日野　宗門　氏　

17 令和元年 12 月 14 日（土）
山梨県

『災害時、地域で活動、貢献できるスーパー消防団員』
（一社）リスクウォッチ　代表　　長谷川　祐子　氏

18 令和 2年 1月 16 日（木）
岩手県

『消防団を取り巻く話題とその対応について』
元東京消防庁　丸の内消防署長　　谷口　由美子　氏

19 令和 2年 1月 19 日（日）
大阪府

『消防団活動とこれからの課題』
元東京消防庁　丸の内消防署長　　谷口　由美子　氏

20 令和 2年 1月 25 日（土）
愛知県

『「地域を愛し、地域から愛される消防団をめざして」～団が一つになった団員確保の
取り組みについて～』
島根県　大田市消防団　団長　　中田　正敏　氏

21 令和 2年 2月 2日（日）
滋賀県

『ふるさとを守る女性の力 ～女性消防団員の活動と課題～ 』
東京都　赤羽消防団　副団長　　小澤　浩子　氏

22 令和 2年 2月 8日（土）
岐阜県

『糸魚川市駅北大火からの教訓 ～消防団はどう活動したか 大火から得た現状と課題～ 』
新潟県　糸魚川市消防団　団長　　斉藤　直文　氏

23 令和 2年 2月 20 日（木）
福島県

『先進的な訓練事例と消防団活動』
埼玉県消防協会第 2ブロック連絡協議会　顧問　　内村　良一　氏

24 令和 2年 2月 20 日（木）
北海道

『平成２８年熊本地震における活動報告』
熊本県　西原村消防団　前団長　　馬場　秀昭　氏

25 令和 2年 2月 23 日（日）
広島県

『女性の力を活かした防災』
茨城県　阿見町消防団　部長　　山本　みゆき　氏
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